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はじめに 

 

 小澤 温（筑波大学人間系教授・群馬県障害者自立支援協議会会長） 

 

 令和 4 年度は、県障害者自立支援協議会全体会、県障害者自立支援協議会打ち合わ

せ会議（市町村障害者自立支援協議会から提起された課題を話し合う会議）、アドバ

イザー会議（市町村の協議会の助言指導および相談支援における人材育成と質の向上

を目指すための相談人材支援育成支援の活動推進の会議）の３つを柱として取り組ん

できました。県では、この他、検討内容を絞った協議会として、「退院促進支援」、

「医療的ケア児等支援」、「強度行動障害支援」、「施設等人材育成充実」といった

サブ協議会を組織しています。このような重層的な体制で進めていますので、全国の

都道府県の障害者自立支援協議会の中でもたいへん充実した組織体制をもっていると

いえます。ただし、令和 4 年度も、新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面で

の会議開催が大幅に制限されたこともあり、各会議は、事務局、参加者含め、感染防

止の観点から大きな苦労の中で運営されたことに感謝を申し上げたいと思います。 

令和 4 年度は、県自立支援協議会の取り組みをより効果的に市町村に伝え、市町村

と県との情報交換をより密接に行うために、市町村協議会との打ち合わせ会議を１回

開催（オンラインによる会議）しました。この会議では、特に、県として取り組むべ

き課題のうち、第 6 期障害福祉計画と第 2 期障害児福祉計画の進捗状況をふまえて、

第 7 期障害福祉計画策定と第 3 期障害児福祉計画においても引き続き課題となる障害

者の地域生活に対応した社会資源の整備等の課題を中心に市町村担当者との意見交換

を行いました。あわせて、この会議では地域生活支援拠点に取り組んでいる市町村協

議会の経験共有を目的として情報交換を行いました。特に、先駆的に取り組んでいる

市町村の実践事例は、他の市町村にとって有益な示唆を得る重要な機会となりました。 

この市町村担当者との打ち合わせ会議での検討をもとに、県障害者自立支援協議会

全体会をほぼ 3 年ぶりに対面会議で開催しました。この全体会では、今後の重度者の

地域生活で重要な役割を果たす日中サービス支援型共同生活援助事業の質の評価に関

して、県と市町村との役割の整理ができたことは大きな成果であると思います。その

他、コロナウイルス感染症に対しての障害福祉の影響とその対応について、市町村の

取り組みの情報交換を行い、各市町村の対応に関してさまざまな創意と工夫を共有化

したことも大きな成果と考えます。 

 群馬県障害者自立支援協議会は、これまで国の示した政策の方針に基づいた課題の

共有と市町村協議会との連携を取りながら各地の実情に対応した課題の共有で実績を

積み重ねてきました。令和 4 年度も新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から

県自立支援協議会、市町村自立支援協議会の活動が大幅に制限される中で、オンライ

ン開催や対面開催を含めて、このような活動が継続的に行われたことは、高く評価で

きます。今後も、本協議会では各地の実践に根ざした共生社会の実現を目指す取り組

みに資するよう、さらに市町村協議会との連携を推進していきたいと思います。 
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１ 群馬県障害者自立支援協議会の概要     

 

 目 的  

 障害のある人が地域社会の中でより豊かに安心して暮らすための地域生活支

援の推進に資するため、障害者等への支援体制の整備及び県全域の相談支援体制

の構築に向け、主導的役割を担う協議の場として設置している。 

 

 活動内容  

・ 自立支援協議会では、障害のある人に対する支援体制の整備や充実等に資す

るための協議や検討を行っており、「全体会議」では、市町村協議会から提出

された課題等について、専門的・広域的な検討が必要なテーマについて協議を

行っている。 

・ また、継続的に検討が必要な課題等については「アドバイザー会議」や「サ

ブ協議会」において協議を行っている。 

・ このほか、バリアフリーぐんま障害者プラン７（群馬県障害者計画・第５期

群馬県障害福祉計画・第１期群馬県障害児福祉計画（H30～R２））について、

数値目標及びサービス量の進捗報告等を行い、バリアフリーぐんま障害者プラ

ン８（R３～R５）の検討や意見交換等を踏まえ策定に関与した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 構 成 員  

・ 相談支援事業、障害福祉サービス事業の従事者又は管理者、保健・医療・福

祉・雇用・教育等の関係者、障害者関係団体の代表者、学識経験者、市町村障

害福祉担当の代表者、関係行政機関の職員等 

■ 県障害者自立支援協議会では、次の事項について協議を行うこととしています。 

① 各地域の相談支援体制の状況把握、評価及び整備方策の助言等 

② 地域における関係機関のネットワーク構築の支援 

③ 地域における障害者等への支援に関する課題の情報共有 

④ 地域生活を支援するためのサービスや施設、その他社会資源の活用・充実等 

⑤ 相談支援従事者等の人材育成・研修のあり方 

⑥ 専門的分野における支援方策 

⑦ 県障害福祉計画の作成及び具体化に関すること 

⑧ その他、協議会が必要と認めること 
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小澤 　温
筑波大学大学院・人間総合科学学術院
リハビリテーション科学学位プログラム

会長

令和４年度群馬県障害者自立支援協議会名簿

（令和５年３月３１日現在）

氏　　名 所　属　・　役　職　等 備考

米田　真一 みどり市障がい者基幹相談支援センター・主任相談支援専門員 副会長

眞下　宗司 群馬県身体障害者施設協議会・会長

若井　隆弘 公益社団法人群馬県知的障害者福祉協会・副会長

半田　卓穂
特定非営利活動法人
群馬県精神障害者社会復帰協議会・理事

江村　恵子 一般社団法人群馬県手をつなぐ育成会・会長

小川　悦子 群馬県精神障害者家族会連合会・副会長

大島　主好 公益社団法人群馬県身体障害者福祉団体連合会・身体障害者相談員

中村　建児 一般社団法人群馬県社会就労センター協議会・会長

佐藤　さかえ 群馬県福祉作業所連絡協議会

仲丸　守彦
社会福祉法人北毛清流会
利根沼田障害者相談支援センター・所長兼主任相談支援専門員

佐藤　あゆみ
社会福祉法人かんな会
障害者就業・生活支援センタートータス・所長

小関　一也 厚生労働省群馬労働局職業安定部職業対策課・地方障害者雇用担当官

中條　尚史
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構群馬支部
群馬障害者職業センター・主任障害者職業カウンセラー

星野　弘美 一般社団法人群馬県社会福祉士会

松本　淳 群馬県教育委員会特別支援教育課・次長

松岡　彩 群馬県病院局精神医療センター・医療局 部長

永井　武男 富岡市健康福祉部福祉課・課長

加藤　俊夫 東吾妻町保健福祉課・課長
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２ 全体会議                 

 

 

 開催状況（概要）  

期 日 主 な 内 容 
 
 【第１回】 
 Ｒ５.３.６（月） 

 

 

 

・第６期障害福祉計画及び第２期障害児福祉計画の取組に
ついて 

・市町村障害者自立支援協議会からの課題等について 

・地域生活支援拠点等に係る取組及び課題について 
・基幹相談支援センター担当者会議での検討状況について 

 

 

 主な取組・成果  

・ 市町村協議会から出された課題や、地域生活支援拠点に係る取組等について

共有した。 

・ 市町村及び県の第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画に関する取組状

況等の情報共有を図った。 
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３ 打ち合わせ会議              

 

 目的・構成等  

（目的） 

各市町村協議会から提出のあった地域における課題等について、全体会議で検

討すべき課題を検討・整理するとともに、各市町村協議会の取組状況等について

情報交換等を行う。 

（検討内容） 

・ 市町村協議会や県障害者自立支援協議会サブ協議会で検討されている課題の

うち、全体会議で検討すべき課題の抽出 

・ 市町村協議会同士の情報交換、情報共有など 

（構成員） 

・ 市町村協議会事務局 

・ 市町村協議会支援アドバイザー 

・ 群馬県障害政策課 

 

 開催状況（概要）  

期 日 主な内容 
  
【第１回】 

 Ｒ５.１.３０（月） 
 

・ 市町村障害者自立支援協議会からの課題等について 
・ 第６期障害福祉計画及び第２期障害児福祉計画の進捗
状況について 

 

 主な取組・成果  

・ 市町村協議会から出された課題について情報交換・意見交換を行い、県障害

者自立支援協議会全体会議に諮るべき課題を整理した。 

・ 市町村及び県の第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画に関する取組状

況等の情報共有を図った。 
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Ⅱ サブ協議会 
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１ 退院促進支援部会             

 

 目的・構成等  

（目的） 

  精神障害者の地域移行の推進を図るとともに、精神障害者地域移行支援事業  

等（※）の課題検討・調整を行い、事業の円滑な実施を図る。 

（検討内容） 

精神障害者の地域移行の推進に係る課題等の協議を行う。 

（構成員） 

・ 相談支援事業所 

・ 群馬県精神障害者家族会連合会 

・ 精神科病院 

・ 群馬県精神障害者地域移行支援事業の受託事業者 

・ 県内の市町村協議会において地域移行に係る部会を持つ市町村 

・ 保健福祉事務所 

・ 群馬県こころの健康センター 

・ 群馬県障害政策課 

 

 ※【精神障害者地域移行支援事業等】  

・ ピアサポート活用事業 

地域で暮らす精神障害者をピアサポーターとして養成、精神科病院を訪問して入院患者

と交流することにより、入院患者の地域生活における不安を解消し退院意欲の喚起を図

る。 

・ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築事業 

精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしい生活を送るため、保健、

医療、福祉の関係者等が重層的に連携したシステム構築の推進を図る。 

 

 開催状況（概要）  

    期 日                主 な 内 容 

【第１回】 

Ｒ５．２．７（火） 

・ 精神障害者のアパート入居に関する取り組みについて 

・ 精神障害者ピアサポート活用事業の活動状況について 

・ 市町村・圏域「協議の場」を対象とした「ファーストステップ

研修会」の実施について 

・ 精神障害者地域移行普及啓発研修の実施について 

計１回  
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 主な取組  

(1) 精神障害者ピアサポート活用事業の活動状況について 

事業名 回数 人数 備考 

ピアサポーター養成講座 1回 
修了者 12 人 

延受講者 68人 

R4.7.8、R4.8.5 計 2 コマ 

修了者 12 名（合計 217 名） 

スキルアップ研修 1回 延受講者 36人 
R4.10.21、R4.10.28 計 2コマ 

R2～R4年度養成講座修了生を対象 

スーパーバイズ研修 2回 延受講者 44人 
R4.12.9、R4.12.16 2 回実施 

先輩ピアサポーターによる講義 

支援者研修（事業所説明会） 1回 参加者 8 人 R4.6.17 事業所説明会として開催 

病院交流会（大グループ） 13回 

延参加者 347人 

ピア延 46 人 

患者延 210人 

上毛病院 2回、三枚橋病院 9回、 

榛名病院 1回、 

精神医療センター1回 

全てオンライン開催 

病院交流会（小グループ） 5回 

延参加者 56人 

ピア延 22 人 

患者延 18 人 

上毛病院 3回、西毛病院 2回 

オンライン 4回、対面 1 回を開催 

病院交流会（個別訪問） 1回 

延参加者 7人 

ピア延 1 人 

患者延 4 人 

西毛病院 1回 

普及啓発 

（事業所での実習生受入れ） 
32回 

延参加者 172人 

実習生延 76人 

R4.10月～R5.2 月 

群馬大学の看護学生を受け入れ 

普及啓発 

（ピアサポーターの講演） 
1回 

ピア（講師） 

1人 

R4.8.3 群馬県総合教育センター 

「特別支援教育充実研修講座」 

ピアサポーター交流支援 

（ピアサロン） 
3回 

延参加者 42人 

当事者延 28人 

ピア延 8 人 

2事業所で実施 

ピアサポーター交流支援 

（オンラインピアサロン） 
4回 

延 37事業所 

（約 146 名） 
オンラインでピアの交流を実施 

動画・冊子作成 2回 
動画 1本 

冊子 1紙 800部 

動画：シンポジウムの録画 DVD 

冊子：オンラインピアサロンを 

   冊子として配布 

ピア通信の発行 1回 454事業所 ピア通信 3通（2 事業所作成） 

ＤＶＤの貸し出し 8回 
2ヶ所 

視聴者延 82人 

「ピアサポーターインタビュー」 

東京福祉大学（講義内で 7回使用） 

県立精神医療センター（R4.9月） 

シンポジウム 1回 
申込 95件 

視聴者延 304人 

R5.2.3 オンライン開催 

県立精神医療センターB 病棟との 

病院交流会の様子をライブ配信 
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・ 令和３年度に比べ、ＤＶＤでの交流会が減少し、ビデオ通話アプリを活用したオンライン

での交流会が開催されるようになった。それに伴い、スーパーバイズ研修会では、実際に

オンラインで交流会をしているピアサポーターによる講義を取り入れた。 

・ 病院交流会を実施する病院を増やすことや、オンライン交流会を積極的に開催してもらうこ

とを目的に、精神医療センターとの交流会をライブ配信するシンポジウムを開催した。実際

の病院交流会の様子を公開するのは初の試みであり、交流会を実施したことのない医療機関

や事業所、看護師や精神保健福祉士を目指す学生等からの申込が多数集まった。 

 

(2) 精神障害者のアパート入居に関する取り組みについて 

① 群馬県宅地建物取引業協会での講演会について（報告） 

日 時：令和４年１１月１１日（金） １０：００～１０：２０（２０分） 

講 師：県立精神医療センター医療福祉課 精神保健福祉士 

参加者：約３０人（県宅地建物取引業協会各支部の理事） 

内 容： 精神障害のある方が受けられる支援、入居前後の課題に対する対応について 

 
② 居住支援法人の活動について（報告） 

県内で活動する居住支援法人をオブザーバーとして招き、精神障害者の支援事例を含め、活

動内容についての説明を受けた。 

 
③ その他 

・ 県居住支援協議会に参加し、協議会が実施する事業（セミナー等）の周知に協力した。 

・ 県内精神科病院の精神保健福祉士が集まる会議で、住宅供給公社、居住支援法人等が事業を

紹介する時間を設けた。 

 

(3) 市町村・圏域「協議の場」を対象とした「ファーストステップ研修会」の実施に

ついて 

県内の「協議の場」設置は進んだものの、開催ができていない地域や、開催していても「何

をしてよいか分からない」と困っている地域が多かったため、「協議の場」参加者が集まっ

て講義や事例報告を聞き、グループワークに取り組む研修を開催した。 

日 時：令和４年１２月１３日（火）、１２月２７日（火） ９：３０～１２：００ 

場 所：オンライン（圏域ごとに「サテライト会場」を設置し、オンラインで繋ぐ） 

参加者：１０６名（１２地域） 

内 容：「にも包括」の説明、県・市の取組紹介、グループワーク 

 

(4) 精神障害者地域移行普及啓発研修の実施について 
職員の入れ替わりが激しいグループホーム等の事業所職員、高齢精神障害者に対応する介護

保険事業所職員等、精神障害者に初めて関わる方向けに、研修の動画を配信した。企画の際

には、部会の構成員にアンケート・聞き取り調査を行った。 

日 時：令和５年３月６日（月）～令和５年４月２８日（金） 

場 所：オンライン（動画配信） 

参加者：１７４人 

内 容：こころの健康センター「令和４年度精神保健福祉初任者研修」と同一。 

（精神障害の説明、精神科病院の役割や地域の事業所の役割の説明、当事者・家族の話等） 

 

 今後の取組  

・ 住宅部局との連携を深める。（居住支援協議会との協力、住宅関係者に向けた啓発の実施等） 

・ 病院交流会を活用する精神科病院を増やすため、ピアサポート活用事業の周知を行う。 

・ 市町村・圏域「協議の場」の開催を支援する。また、「協議の場」への当事者・家族の参加

を促進する。 
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２ 施設等人材育成充実            

 

 目的・構成等  

（目的） 

  障害福祉サービス事業所の中核的存在であるサービス管理責任者及び児童発

達支援管理責任者（以下、サービス管理責任者等）について、人材育成や連携体制 

の整備を図るため、課題や必要な支援等の検討を行う。 

 

（検討内容） 

  サービス管理責任者等の人材育成・研修のあり方に関することや、関係機関と 

 の連携、その他施設職員のスキルアップに関することについて課題を把握し、必 

 要な対策を協議する。 

 

（構成員） 

 ・ 相談支援事業所（相談支援従事者指導者養成研修修了者） 

 ・ 障害福祉サービス事業所 

 ・ 児童福祉法サービス事業所 

 ・ 群馬県社会福祉協議会 

 ・ 群馬県障害政策課 

 

 

 開催状況（概要）  

    期 日 主 な 内 容 
 【第１回】 
  Ｒ４.７.１（金） 

 

 

 

 

・ サービス管理責任者等研修の講師等について 
・ サービス管理責任者等指導者養成研修について 
・ サービス管理責任者等基礎研修について 
・ サービス管理責任者等実践研修について 
・  サービス管理責任者等更新研修について 
                                                 
                        など 

 【第２回】 
  Ｒ５.３.17（金） 
          

 

 

 

・ サービス管理責任者等基礎研修の実施結果について 
・ サービス管理責任者等更新研修の実施結果について 
・ サービス管理責任者等実践研修の実施結果について 
・ 来年度の研修のスケジュールについて 
・ 基礎研修修了後の OJTの確認方法について 
・  ファシリテーターマニュアルの作成について 
 
                         など 

計２回  
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 主な取組  

 ・ 「令和４年度群馬県サービス管理責任者等基礎研修」の実施方針の決定 

 ・ 「令和４年度群馬県サービス管理責任者等実践研修」の実施要領、カリキュ 

 ラム、実施方針の検討 

 ・ 「令和４年度群馬県サービス管理責任者等更新研修」の実施要領、カリキュ 

 ラム、実施方針の検討 

・ 研修の講師、補助講師人数、開催スケジュール等を検討 

  ・ 令和６年度以降の更新研修のカリキュラムついて検討 

 

・ 研修実施状況は下表のとおり 

研修名 日程 日程 修了者数

A日程 令和4年9月5日（月） 60名

B日程 令和4年9月21日（水） 61名

C日程 令和4年10月4日（火） 62名

D日程 令和4年10月11日（火） 59名

242名

A日程
令和4年11月1日（火）
　　　     11月2日（水）

47名

B日程
令和4年11月9日（水）
             11月10日（木）

48名

95名

A日程 令和4年12月2日（金） 61名

B日程 令和4年12月6日（火） 58名

C日程 令和4年12月12日（月） 61名

D日程 令和4年12月20日（火） 48名

E日程 令和5年1月13日（金） 58名

F日程 令和5年1月17日（火） 56名

G日程 令和5年1月27日（金） 53名

H日程 令和5年2月3日（金） 80名

I日程 令和5年2月7日（火） 86名

561名

計

計

計

サービス管理責任者等基礎研修

サービス管理責任者等実践研修

サービス管理責任者等更新研修

 

 

 今後の取組  

・ 各研修の講師候補の選定、研修スケジュールの確定。 

・ 研修を実施した結果の振り返りを行い、研修体制の見直しを行う。 

・ 令和６年度から必須となるスーパービジョンの演習について、内容及びカリ

キュラムの検討を行う。 
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３ 医療的ケア児等支援            

 

 目的・構成等  

（目的） 

 人工呼吸器を装着している障害児（者）その他の日常生活を営むために医療

を要する障害児（者）（以下、「医療的ケア児等」という。）が心身の状況に

応じた適切な支援を受け、地域において安心して生活を営むことができるよ

う、医療的ケア児等の支援に関する保健、医療、障害福祉、保育、教育等の分

野について、関係機関の情報共有や施策を検討すること。 

 

（協議事項） 

一 医療的ケア児等の支援に係る関係機関相互の課題や情報の共有に関する

こと 

二 医療的ケア児等の支援に係る連携の強化に関すること 

三 医療的ケア児等の地域生活を支援するためのサービスや施設、その他の社

会資源の活用等に関すること 

四 医療的ケア児等コーディネーターの活用に関すること 

五 医療的ケア児等支援者養成研修に関すること 

六 市町村における医療的ケア児等支援のための協議の場の支援に関するこ

と 

七 その他医療的ケア児等の支援に必要な事項 

 

（構成員） 

  学識経験者、訪問看護ステーション、相談支援事業所、医療的ケア児等コー

ディネーター、障害福祉サービス事業者、当事者団体、市町村障害福祉担当課・

母子保健担当課、県立小児医療センター、県関係課 

                          

 開催状況（概要）  

    期 日 主 な 内 容 

 【第１回】 

  Ｒ４．５月 

・ 年間予定について 

・ 医療的ケア児等支援センターについて 

・ 医療的ケア児等支援者等養成研修について 

 【第２回】 

  Ｒ４．９月 

・ 医療的ケア児等支援センターについて 

・ 医療的ケア児等関係協議会からの報告について 

・ 医療的ケア児等支援者等養成研修について 

 【第３回】 

  Ｒ５．３月  

・ 医療的ケア児等支援センターについて 

・ 小児等在宅医療に関する医療資源調査について 
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・ 医療的ケアを要する小児等の実数調査について 

計３回  

 

 主な取組  

 ・ 医療的ケア児支援センターの設置に向けての意見交換・検討 

・ 医療的ケア児等の支援に関する、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の 

分野について、関係機関の情報共有や施策の検討 

・ 医療的ケア児等コーディネーターの活動状況調査 

・ 医療的ケア児等コーディネーターフォローアップ研修の実施 

（令和４年１２月８日、令和５年１月１６日開催、参加者２６名） 

・ 医療的ケア児等支援者養成講習の実施 

（令和４年９月～１０月WEB開催、研修終了者２６９名） 

・ 市町村協議の場の現状把握及び開催支援 

 

 今後の取組  

令和５年度において、次の事業等を実施予定 

・ 医療的ケア児支援センターの設置及び運営についての検討 

 ・ 令和５年度医療的ケア児等支援者養成研修の実施 

 ・ 令和５年度医療的ケア児コーディネーター養成研修の実施 

・ 令和５年度医療的ケア児コーディネーター養成研修の検討 

・ 医療的ケア児等の支援に関する、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の 

分野について、関係機関の情報共有や施策の検討 

・ 市町村協議の場の現状把握及び開催支援 
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２ 強度行動障害支援部会           

 

 目的・構成等  

（目的） 

強度行動障害児者が心身の状況に応じた必要な支援を受けるとともに、適切な

障害福祉サービスにつながり、安心した生活を営むことができるよう、障害福祉、

医療、教育等の分野において、関係機関の情報共有や施策を検討する。 

（協議事項） 

一 強度行動障害児者の支援の課題や情報の共有に関すること 

二 強度行動障害児者の入所調整の仕組みに関すること 

三 強度行動障害児者の地域生活を支援するためのサービスや施設、その他の

社会資源の活用等に関すること 

四 強度行動障害児者支援者養成研修に関すること 

五 その他強度行動障害児者の支援に必要な事項 

（構成員） 

一 学識経験者 

二 医療 

三 当事者団体 

四 障害福祉サービス事業者（入所・通所） 

五 基幹相談支援センター 

六 教育 

七 専門機関 

八 行政 

 開催状況（概要）  

    期 日 主 な 内 容 

 【第１回】 

  Ｒ４.６.１４（火） 

・ 過齢児の受入（移行）調整について 

・ 入所施設に対するヒアリングの実施、ヒアリング項目について 

 【第２回】 

  Ｒ４.１０.２１（金） 

・ 過齢児の受入（移行）調整について 

・ 入所施設に対するヒアリング結果（中間報告） 

・ 令和４年度モデル事業の対象施設候補について 

・ 令和５年度事業案について 

 【第３回】 

  Ｒ５.３.２９（水） 

・ 過齢児の受入（移行）調整について 

・ 入所施設に対するヒアリング結果について 

・ 令和４年度モデル事業の実施状況について 

・ 令和５年度県事業（案）について 

計３回  
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 今後の取組  

令和５年度において、次の事業等を実施予定。 

１． 入所施設、日中サービス支援型グループホームに対するコンサルテーシ

ョンの実施（４事業所程度） 

２． 指導者育成のための研修受講支援 

３． 過齢児を受け入れる入所施設、日中サービス支援型グループホームに対

するコンサルテーションの実施 

４． 事業所間での取り組み等を共有する情報交換会等を開催 
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１ 市町村協議会支援             

 

 目的・構成等  

（目的） 

地域ネットワークの構築や仕組みづくりに関し広域的視点から検討し、地域に 

おける相談支援体制の整備推進を図る。 

（検討内容） 

・ 各市町村協議会の状況を把握し、支援の方向性を確認する。 

・ 各市町村協議会では解決できない広域的課題について把握し、必要に応じ、 

県障害者自立支援協議会打ち合わせ会議に報告する。 

（構成員） 

・ アドバイザー（相談支援体制整備事業業務委託事業者） 

・ アドバイザー（群馬県心身障害者福祉センター職員） 

・ 群馬県障害政策課   

 

 活動状況（概要）  

（１）アドバイザー派遣 

① 相談支援体制整備事業業務委託事業者   

② 群馬県心身障害者福祉センター職員     

（２）市町村協議会参加 

各市町村協議会の定例会、部会等に参加し相談支援ネットワークの構築や課  

題等について助言した。 

・ 相談支援体制整備事業業務委託事業者 

・ 群馬県心身障害者福祉センター職員 

（３）市町村協議会支援アドバイザー会議   

期 日 主 な 内 容 

【第１回】 

 Ｒ４.６.１３(月)  

 

○ 令和４年度のアドバイザー活動計画及び配置計画について 

○ 令和３年度・令和４年度活動状況報告について 

○ 市町村自立支援協議会の課題について 

【第２回】（書面） 

 Ｒ４.１２.５(月)  

○ 令和４年度上期アドバイザー活動状況について 

○ 障害者支援ツール（ミライロＩＤ）の情報共有 

【第３回】（書面） 

Ｒ５.３.２９(水)  

○ 令和４年度下期アドバイザー活動状況について 

○ 令和５年度アドバイザー活動計画及び配置計画について 

計３回  
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 主な取組  

・ 第６期障害福祉計画等において、令和 4年度末までに整備済みの、各地域の

地域生活支援拠点等整備(設置)について、拠点が有する機能の充実に向け他地

域の協議会の情報提供等により支援した。 

・ 圏域別活動実績（令和５年３月末日現在） 

 

圏域 活動回数（延べ） 

前橋 ５ 

渋川 ６ 

伊勢崎 ４ 

高崎安中 ５ 

藤岡 １ 

富岡 ３ 

吾妻 ６ 

沼田 １２ 

桐生 １０ 

太田館林 ６ 

合計 ５８ 

 

 今後の取組  

①  各地域協議会の相談支援体制の充実・強化を支援する。 

② 令和４年度末までに整備済みの、各地域の地域生活支援拠点等について、拠点

等が有する機能強化・充実を支援する。 
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２ 相談人材育成支援             

 

 目的・構成等  

（目的） 

  障害者等への相談支援が円滑に提供されるよう、相談支援を提供する者等又は 

これらの者に対し必要な指導を行う者を育成することにより、相談支援の質の向 

上を図るため、平成２６年４月に設置された（平成２４年４月設置の研修企画・ 

人材育成部会を再編）。 

（検討内容） 

  相談支援従事者等の人材育成・研修のあり方、研修実施等について検討を行う。 

（構成員） 

 ・ アドバイザー（相談支援体制整備事業業務委託事業者） 

 ・ 群馬県心身障害者福祉センター 

 ・ 群馬県こころの健康センター 

 ・ 群馬県障害政策課 

 開催状況（概要）  

期 日 主 な 内 容 

  

【第１回】 

Ｒ４．４．２６（火） 

 

 

 

 

 

（１）令和４年度相談支援従事者等研修スケジュールについて 

（２）令和４年度障害支援区分認定調査員研修について 

（３）令和４年度市町村審査会委員研修について 

（４）令和４年度相談支援従事者初任者研修について 

（５）令和４年度相談支援従事者現任研修について 

（６）令和４年度相談支援従事者主任研修について 

（７）令和４年度専門コース別研修（意思決定支援）について 

（８）令和４年度相談支援従事者指導者養成研修の出席者について 

 

 

【第２回】 

Ｒ４．１２．８（木） 

 

 

 

 

 

（１）各研修の状況報告（認定調査・審査会委員研修、相談支援従事

者研修（初任者、現任、主任）） 

（２）専門コース別（意思決定支援）研修の開催中止及び国研修報告

について 

（３）令和４年度相談支援従事者指導者養成研修の報告 

（４）ファシリテーターの確保（選出方法）について 

（５）研修のオンライン化について 

 

 

 【第３回】 

Ｒ５．３．１４（火） 

 

 

（１）令和４年度相談支援従事者各種研修実施状況報告 

（２）令和４年度相談支援従事者指導者養成研修（国研修）実施状況

報告 

（３）令和５年度相談人材育成支援アドバイザー体制（案）について 

（４）令和５年度相談支援従事者等研修スケジュール（案）について 

 

計３回  
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 主な取組・成果  

相談支援従事者（初任者・現任・主任・専門コース別）研修及び障害支援区

分認定調査員研修等を実施し、県内の相談支援体制の整備を行った。 

   

 今後の取組  

・ 相談支援専門員の確保策を念頭とした人材育成、研修のあり方について検討

を行う。 

・ 各研修の実施結果の振り返りを行い、次年度の研修内容等の見直しを行う。 
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Ⅳ 参考資料 
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群馬県障害者自立支援協議会設置要綱

（名 称）
第１条 本会は、群馬県障害者自立支援協議会（以下「協議会」という。）という。

（目 的）
第２条 協議会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成
１７年法律第１２３号）第８９条の３第１項に基づき、障害のある人が地域社会の中で
より豊かに安心して暮らすための地域生活支援の推進に資するため、障害者等への支援
体制の整備及び県全域の相談支援体制の構築に向け、主導的役割を担う協議の場として
設置する。

（委 員）
第３条 協議会は、次に掲げる者のうち、２０人以内の委員で構成する。
（１）相談支援事業、障害福祉サービス事業の従事者又は管理者
（２）保健・医療、福祉、雇用、教育等の関係者
（３）障害者関係団体の代表者
（４）学識経験者
（５）市町村障害福祉担当の代表者
（６）関係行政機関の職員等
２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任
期間とする。

（会長、副会長）
第４条 協議会に会長、副会長を置く。
２ 会長は委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。
３ 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。

（協議事項）
第５条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。
（１）各地域の相談支援体制の状況把握、評価及び整備方策の助言等に関すること。
（２）地域における関係機関のネットワーク構築の支援に関すること。
（３）地域における障害者等への支援に関する課題の情報共有に関すること。
（４）地域生活を支援するためのサービスや施設、その他の社会資源の活用及び充実等に

関すること。
（５）相談支援従事者等の人材育成・研修のあり方に関すること。
（６）専門的分野における支援方策に関すること。
（７）県障害福祉計画の作成及び具体化に関すること。
（８）その他、協議会が必要と認めること。

（会議）
第６条 協議会は会長が招集し、会長が議長となる。
２ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を
聴取できる。

（サブ協議会）
第７条 協議会は、第５条各号に掲げる事項についての専門的な調査又は検討、並びに特
定課題の解決に向けた協議を行うため、分野又は地域を定めてサブ協議会を置くことが
できる。

２ サブ協議会に関する事項は、別に定める。

（事務局）
第８条 協議会の事務局は健康福祉部障害政策課に置く。
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（参考）令和年４度相談支援従事者研修等一覧

日数 日程 修了者等 日数 日程 修了者等

1
障害支援区分認定
調査員研修

認定調査を行う
市町村職員及び
相談支援専門員

２日

５/２４
（講義）
５/２５
（演習）

６７名 ２日

５/２４
（講義）
５/２５
（演習）

６０名

2
市町村審査会委員
研修

市町村審査会委
員

動画
１日

- １８名
動画
１日

- ５８名

4
相談支援従事者現
任研修

相談支援の事業
に従事しており、
一定の経験を有
する者

動画
１日

演習
３日

OJT
２回

９／１～１５
（講義）

Ａ日程
１０／３～１１／３０
【３７名】
Ｂ日程
　実施なし
（演習）

３７名

動画
１日

演習
３日

OJT
２回

９／１～１５
（講義）

Ａ日程
１０／１～１２／３
【２４名】
Ｂ日程
１０／１２～１２／１５
【２３名】
（演習）

４７名

5
相談支援従事者主
任研修

地域における相
談支援の中核的
役割を果たす者

５日
（ｵﾝﾗｲﾝ）

１／１６～２／２４
２／１４～２４
（講義および演習）

１６名
５日

（ｵﾝﾗｲﾝ）
２／３～１６
（講義および演習）

２１名

６
相談支援従事者研
修専門コース別研修

相談支援の事業
に従事しており、
一定の経験を有
する者

中止 － －
１日

（ｵﾝﾗｲﾝ）

ファシリテーション研
修
６／２５～７／２
（講義）

２１名

Ｎｏ 研修名 対象

研修等日程
参考：R３実績

R４実績

動画
９日

演習
５日

１０／１～１０／９
（基礎課程）
Ａ日程
１０／２８～１２／２４
【２６名】
Ｂ日程
１１／１７～１／１３
【２８名】
（相談支援専門員課
程）

５４名3
相談支援従事者初
任者研修

相談支援の事業
に従事しようとす
る者

動画
９日

演習
５日

７／８～２２
（基礎課程）
Ａ日程
８／８～１０／20
【３５名】
Ｂ日程
８／２３～１１／９
【３７名】
（相談支援専門員課
程）

７２名

- 29 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Ⅴ 市町村協議会 
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●令和４年度 市町村協議会の活動状況一覧 令和５年３月末現在

回数 委員数 回数 委員数 回数 委員数 設置状況 部会等名 回数 委員数

地域生活支援拠点部会（ワーキンググループ含む） 8 26

就労支援部会 11 13

こども部会 6 12

地域移行・地域定着部会 8 12

手話施策検討部会（ワーキンググループ含む） 14 15

広報・啓発部会 10 7

榛東村 就労支援部会 3 8

吉岡町 こども支援部会 2 35

相談支援部会 3 24

拠点整備部会 1 25

医療的ケア児支援部会 2 19

精神障害地域包括ケアシステム構築検討部会 4 13

こども支援部会 3 19

地域生活支援拠点等整備部会 3 19

相談支援部会 13 26

精査会 0 5

計画相談ワーキンググループ 0 6

虐待防止ワーキンググループ 4 4

生活支援部会 1 13

－ 権利擁護部会 1 8

計画策定部会 0 9

相談支援部会 4 8

施設事業所・就労支援部会 3 31

－ グループホーム部会 1 9

地域生活支援拠点部会 1 3

発達支援部会 2 11

子ども支援部会 1 11

地域包括ケアシステム部会 2 11

就労支援部会 3 10

相談支援部会 1 7

－ 就労支援部会 1 7

地域生活支援部会 1 7

9
神流町

自立支援協議会
神流町 神流町 直営 1 7 － － － － 未設置

－

下仁田町 相談支援部会 4 9

南牧村 就労支援部会 5 25

甘楽町 こども部会 5 9

地域生活支援部会 1 13

精神部会 3 18

－

12
南牧村

自立支援協議会
南牧村 南牧村 その他 － － － － － － －

－
－ － － － － －

－

13
甘楽町地域

自立支援協議会
甘楽町 甘楽町 その他 －

－ － －－ －

設置－ － 6 19 － －10
富岡地域

自立支援協議会
富岡圏域 富岡市 委託

－ － － 設置

11
下仁田町

自立支援協議会
下仁田町 下仁田町 その他 －

10
富岡市

自立支援協議会
富岡市 富岡市 直営 1 21 －

10 － － － － 設置8
上野村

自立支援協議会
上野村 上野村 直営 1

－ － 2 5 設置7
藤岡市

障害者自立支援
協議会

藤岡市 藤岡市 － 直営 1 19

設置1 57 5 21 － －6
安中市

自立支援協議会
安中市 安中市 直営

－ － － 設置5
高崎市

障害者支援
協議会

高崎市 高崎市 直営 1 21 －

設置- 14 12 24 12 54
玉村町

障がい者総合
支援協議会

玉村町 玉村町 ― 委託

8 20 － － 設置3
伊勢崎市
自立支援
協議会

伊勢崎市 伊勢崎市 － 直営 1 17

設置1 33 6 20 6 52
渋川地域

自立支援協議会
渋川圏域 渋川市 直営

17 12 23 設置

№ 協議会名
市町村・

圏域
事務局
市町村

事務局
市町村以

外の
市町村

1
前橋市

自立支援協議会
前橋市 前橋市 － 直営 1 23 6

運営方法
全体会 定例会 運営会議 専門部会等

市町村協議会の活動状況
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●令和４年度 市町村協議会の活動状況一覧 令和５年３月末現在

回数 委員数 回数 委員数 回数 委員数 設置状況 部会等名 回数 委員数

№ 協議会名
市町村・

圏域
事務局
市町村

事務局
市町村以

外の
市町村

運営方法
全体会 定例会 運営会議 専門部会等

市町村協議会の活動状況

中之条町 西吾妻地域部会 8 22

長野原町 精神障害関係部会 1 12

嬬恋村 療育部会 0 14

草津町 知的障害者当事者部会 1 9

高山村 吾妻東部地域部会 2 16

就労部会 3 12

制度部会 0 16

地域生活支援拠点検討部会 1 16

事業所部会 3 30

相談支援部会 3 13

片品村 地域生活支援拠点づくりＷＧ 0 12

川場村 製品開発ＷＧ 0 11

昭和村 就労支援ＷＧ 0 15

みなかみ町 相談支援部会 1 13

サービス管理責任者部会 1 13

児童発達支援管理責任者部会 0 14

相談支援ワーキンググループ 12 22

地域支援部会 6 17

就労支援部会 12 32

こども部会 10 24

手話部会 2 7

こども療育支援部会 3 12

こども支援部会 13 9

－ 就労支援部会 12 30

地域づくり部会 9 11

子ども部会 2 16

生活支援部会 3 23

就労支援部会 1 42

相談支援部会 3 19

館林市 地域生活支援部会 5 23

板倉町 就労支援部会 3 10

明和町 児童発達支援部会 6 47

千代田町 相談支援部会 4 19

邑楽町 精神支援部会 1 21

6 23 6 7 設置19
館林市外五町地域
自立支援協議会

館林圏域 大泉町 直営 - -

－ 設置その他 2 35 3 18 －18
太田市

障がい者支援
協議会

太田市 太田市 －

- 12 10 設置17
みどり市

障がい者地域
支援協議会

みどり市 みどり市 直営 3 13 -

設置1 25 12 26 12 716
桐生市地域

自立支援協議会
桐生市 桐生市 － 直営

8 6 設置15
利根沼田自立支援

協議会
沼田圏域 沼田市 直営 - - 10 24

32 12 29 12 9 設置14
吾妻地域

自立支援協議会
吾妻圏域 東吾妻町 委託 1
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●令和４年度 市町村協議会の活動状況一覧 令和５年３月末現在

榛東村

吉岡町

－

－

－

9
神流町

自立支援協議会
神流町 神流町

－

下仁田町

南牧村

甘楽町

－

12
南牧村

自立支援協議会
南牧村 南牧村

－
13

甘楽町地域
自立支援協議会

甘楽町 甘楽町

10
富岡地域

自立支援協議会
富岡圏域 富岡市

11
下仁田町

自立支援協議会
下仁田町 下仁田町

10
富岡市

自立支援協議会
富岡市 富岡市

8
上野村

自立支援協議会
上野村 上野村

7
藤岡市

障害者自立支援
協議会

藤岡市 藤岡市 －

6
安中市

自立支援協議会
安中市 安中市

5
高崎市

障害者支援
協議会

高崎市 高崎市

4
玉村町

障がい者総合
支援協議会

玉村町 玉村町 ―

3
伊勢崎市
自立支援
協議会

伊勢崎市 伊勢崎市 －

2
渋川地域

自立支援協議会
渋川圏域 渋川市

№ 協議会名
市町村・

圏域
事務局
市町村

事務局
市町村以

外の
市町村

1
前橋市

自立支援協議会
前橋市 前橋市 －

基幹相談
支援センター

設置状況 地域移行 地域定着

未 1 0 0 0 0

－ － 0 0 0 0

－ － 0 0 0 0

0 0 0 0－ －

済 1 － － －

2 1 5 5 整備済－ －

－

整備済

整備済

整備済

未 1 0 0 0 0

2 0 0 3 3 整備済済

4 整備済済 1 0 0 4

10 27 25 整備済済 15

整備済済 1 1 1 4

10

8 1 1 24 15

4

整備済済

8 整備済済 3 5 5 10

整備済済 9 4 4 18 15

相談支援体制

地域生活支援拠点等の整備状況
委託相談支
援事業所数

指定一般相談支援事業所数 指定特定相
談支援事業

所数

指定障害児
相談支援事

業所数
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●令和４年度 市町村協議会の活動状況一覧 令和５年３月末現在

№ 協議会名
市町村・

圏域
事務局
市町村

事務局
市町村以

外の
市町村

中之条町

長野原町

嬬恋村

草津町

高山村

片品村

川場村

昭和村

みなかみ町

－

館林市

板倉町

明和町

千代田町

邑楽町

19
館林市外五町地域
自立支援協議会

館林圏域 大泉町

18
太田市

障がい者支援
協議会

太田市 太田市 －

17
みどり市

障がい者地域
支援協議会

みどり市 みどり市

16
桐生市地域

自立支援協議会
桐生市 桐生市 －

15
利根沼田自立支援

協議会
沼田圏域 沼田市

14
吾妻地域

自立支援協議会
吾妻圏域 東吾妻町

基幹相談
支援センター

設置状況 地域移行 地域定着

相談支援体制

地域生活支援拠点等の整備状況
委託相談支
援事業所数

指定一般相談支援事業所数 指定特定相
談支援事業

所数

指定障害児
相談支援事

業所数

3 4 4 8 5 整備済未

3 3 3 3 整備済済 4

12 8 整備済済 1 5 4

1 2 2 整備済済 1 1

4 整備済済 3 3 3 7

整備済済 4 1 1 6 4
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特定課題会議（専門部会）（毎月または隔月開催） 

構成：委託相談支援事業者・委員・障害福祉課など 

・課題の具体的解決策を検討  ・必要に応じてワーキンググループの設立調整  

・関係機関による情報の共有とネットワークの構築 

 

全体会（年１～２回）（基幹相談支援センター） 

構成：委員、委託相談支援事業所（委員以外）、障害福祉課、保健予防課 

・地域課題の共有や対策の協議 

 

定例会議 （基幹相談支援センター） 

（５・７・９・１１・１・３月開催） 

構成：委託相談支援事業者、障害福祉課、保健予防課、県自立支援

協議会アドバイザーなど 

・相談事例の検討による地域課題の抽出 

・地域課題の解決策を検討 

運営調整会議（毎月１回）（基幹相談支援センター） 

構成：会長、各特定課題会議の代表（各専門部会長）、障害福祉課、保健予防課 

・協議会の全体の運営 ・方向性を検討 ・地域が抱える特定の課題を整理 

・日中サービス支援型グループホームの評価 

 

療
育
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
推
進
会
議 

（
前
橋
市
障
害
児
等
療
育
支
援
事
業
） 

こ
ど
も
部
会 

（
生
活
支
援
係
） 

就
労
支
援
部
会 

（
障
害
政
策
係
） 

地
域
生
活
支
援
拠
点
部
会 

（
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
） 

協議会として 

検討すべき課題 
検
討
テ
ー
マ
提
案 

方
向
性
を
確
認 

検
討
状
況
・
結
果

の
報
告 

ワーキンググループ（必要に応じて随時設置可能） 

精
神
障
害
者
に
も
対
応
し
た
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
構
築
推
進
の
た
め
の
協
議
の
場 

地
域
移
行
・
地
域
定
着
部
会 

 

（
保
健
予
防
課
こ
こ
ろ
の
健
康
係
） 

 広
報
・
啓
発
部
会 

（
福
祉
サ
ー
ビ
ス
係
） 

手
話
施
策
検
討
部
会 

（
福
祉
サ
ー
ビ
ス
係
） 

 

令和４年度 前橋市自立支援協議会 
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前橋市自立支援協議会の概要

前橋市

前橋市

平成１９年３月

直営

別紙のとおり

●全体会・定例会・運営会議・専門部会の活動回数及び委員数

回数 委員数 回数 委員数 回数 委員数

1 23 6 17 12 23

回数 委員数

地域生活支援拠点部会（ワーキンググループ含む） 8 26
就労支援部会 11 13
こども部会 6 12
地域移行地域定着部会 8 12
手話施策検討部会（ワーキンググループ含む） 14 15
広報啓発部会 10 7

●全体会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数

5 児童相談所

県（行政職員）
4
1 1 民生委員・児童委員 1
2 1 主任児童委員

地域住民の代表者

その他 2

計 23

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第１回 R4.4.19 １　前橋市自立支援協議会の役割と組織について

２　令和３年度活動報告について

【構成団体】

【事務局】

【設置年月】

【運営方法】

【組織図】

全体会 定例会 運営会議

専門部会名

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

6障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・特に定めていない

３　令和４年度活動計画（案）について
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●定例会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数
10 児童相談所

県（行政職員） 1
2

民生委員・児童委員
主任児童委員

1 地域住民の代表者

その他 3

計 17

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第１回 R4.5.11 １　定例会議について

２　報告事項　『災害時の心得３か条』『いざというときあわてない「いのち
を守る行動」』について、前回以降の報告
３　本市の地域課題について

第２回 R4.7.13 １　報告事項　専門部会からの報告、みんなのらいふ９／１号について
２　情報提供　インフォーマルサービス資源情報サイトについて　
３　地域課題の検討

第３回 R4.9.7 １　報告事項　専門部会からの報告、当事者向け防災資料について

第４回 R4.11.9 １　報告事項　専門部会からの報告、当事者向け防災資料について

どのような取り組みをすることでネットワークが作りやすくなるのか
３　情報提供　

第５回 R5.1.11 １　報告事項　専門部会からの報告

第６回 R5.3.8 １　報告事項　専門部会からの報告
２　地域課題の検討～ネットワークづくり～

４　令和５年度活動計画案について
５　令和５年度定例会議日程について

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・ネットワークづくり

２　地域課題の検討～ネットワークづくり～

２　地域課題の検討～ネットワークづくり～

２　地域課題の検討～ネットワークづくり～
３　情報提供　Ｒ４強度行動障害支援事業　施設ヒアリング・モデル事業（群馬県）

３　令和４年度活動報告案について　
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●運営会議の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数

5 児童相談所
15

県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他 3

計 23

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第１回 R4.4.13 １　定例会議・部会・ワーキング活動報告（３月）について

２　令和３年度全体会について

第２回 R4.6.8 １　定例会議・部会・ワーキンググループ活動報告（５月）について

２　自立支援協議会における委託相談支援事業所の関わりについて

３　発達障害者地域支援マネジャー派遣事業の派遣希望調査について

第３回 R4.7.13 １　定例会議・部会・ワーキンググループ活動報告（６月）について

３　第５７回群馬県手をつなぐ育成会大会の後援について

４　第５７回群馬県手をつなぐ育成会大会動画配信のご案内

第４回 R4.8.10 １　会議の開催方法について

（書面開催）

第５回 R4.9.14 １　定例会議・部会・ワーキンググループ活動報告（８月）について

第６回 R4.10.12 １　日中サービス支援型指定共同生活援助の評価について

２　定例会議・部会・ワーキンググループ活動報告（９月）について

３　事務連絡・運営調整会議臨時ワーキングの開催について等

第７回 R4.11.9 １　定例会議・部会・ワーキンググループ活動報告（１０月）について

２　避難所で使用するコミュニケーションボード見直しについて

３　自立支援協議会への委託相談支援事業所の関わり（令和５年～６年度案）

４　日中活動サービス支援型指定共同生活援助の評価について

第８回 R4.12.14 １　定例会議・部会・ワーキンググループ活動報告（１１月）について

２　自立支援協議会への委託相談支援事業所の関わり（令和５年～６年度案）

３　令和５年度前橋市自立支援協議会組織体制及び委員の改選について

４　令和４年度第１回群馬県障害者自立支援協議会への提出課題等について

第９回 R5.1.11 １　日中サービス支援型指定共同生活援助の評価について

第１０回 R5.2.8 １　定例会議・部会・ワーキンググループ活動報告（１月）について

２  令和５年度前橋市自立支援協議会組織体制及び委員の改選について

４　群馬県協議会打ち合わせ会議の情報交換等について

５　主任相談支援専門員の定例会議等への出席について

第１１回 R5.3.8 １　定例会議・部会・ワーキンググループ活動報告（２月）について

２　令和５年度前橋市自立支援協議会組織体制、専門部会の編成等について

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・特に定めていない

３　令和３年度第１回群馬県障害者自立支援協議会打ち合わせ会議（書面開催）に
おける資料共有

２　（旭川市）自立支援協議会当事者団体・個人参加に関する調査（照会）への回答
について

３　日中サービス支援型指定共同生活援助の評価について

２　避難所で使用するコミュニケーションボードについて

３　第３次障害者福祉計画（前橋はーとふるプラン）に係る実施状況評価について

２　定例会議・部会・ワーキンググループ活動報告（１２月）について

３　（１）令和５年度前橋市自立支援協議会全体会開催日程（案）について

３　（２）令和４年度第１回群馬県障害者自立支援協議会への提出課題等について

３　（３）「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一
部を改正する法律」の公布について(通知)

３　令和４年度各部会等活動報告及び令和５年度活動計画（案）の提出について

２　定例会議・部会・ワーキンググループ活動報告（７月）について
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４　令和５年度全体会及び委員会委嘱式の開催日程について

臨時WG R4.11.16 １　新型コロナウイルス感染症に関する各法人における取り組み等について

２　その他、質問事項

３　令和４年度各部会等活動報告及び令和５年度活動計画（案）の提出について

（１）貴施設内で陽性者または濃厚接触者が発生した際の対応方法及び課題

（２）陽性者が施設内で療養を行うこととなった場合の取組みで、感染防止ができた
成功事例

（３）保健所に確認したい事項について
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●専門部会等の取組（テーマ）・活動内容等

【地域生活支援拠点部会】 　　※ワーキング含む
（１）委員構成

人数 人数 人数

9 児童相談所

3
県（行政職員）

8
1 民生委員・児童委員 1

主任児童委員
地域住民の代表者

その他 3

計 26

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
１　ワーキンググループ１（相談）
第１回 R4.7.19

第２回 R4.11.15

２　ワーキンググループ２（受入れ・体験）
第１回 R4.8.23
（書面開催）

第２回 R4.10.18

３　部会
第１回 R4.6.21

第２回 R4.9.20

第３回 R4.12.20 １　ワーキンググループ１(相談)、２(受け入れ・体験)の報告について
２  安心ネットまえばしの機能充実に向けた運用について
３　その他事務連絡：おうちで療養相談センターまえばしからの研修案内

第４回 R5.2.21 １　安心ネットまえばしの機能充実に向けた運用について
２　令和４年度の活動報告（案）について
３　令和５年度活動計画（案）について

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

1障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

前橋市地域生活支援拠点（安心ネットまえばし）の機能の充実を図るため、検証及び検討を行う。

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

１　事前登録者の情報共有の範囲を検証
２　緊急受入れ対応実施後の課題検討
３　持ち物チェックリスト（案）について

１　事前登録者の情報共有の範囲を検討
２　緊急受入れ対応実施後の課題検討
３　持ち物チェックリスト（案）について

１　令和３年度の活動報告について
２　令和４年度の活動計画（案）について
３　安心ネットまえばし「緊急時の受け入れ・対応ケース」
４　自立支援協議会への委託相談支援事業所の関わりについて
１　利用者カードへの追加記載事項について
２　緊急受入れ実施後の課題について
３　持ち物チェックリスト（案）について

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

地域生活支援拠点（安心ネットまえばし）の機能の充実を図るための検証及び検討を行う。

１　事前登録者(候補者)の現状と把握
２　事前登録者のケース検討
３　利用者カードへの記載事項追加について

１　利用者カードについて
２　ＷＧ２の報告、共有事項
３　事務連絡・利用者カードの「記載上の留意点」について等
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【就労支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
3 児童相談所
1 1

県（行政職員） 1
3

民生委員・児童委員
2 1 主任児童委員
1 地域住民の代表者

その他

計 13

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
１　部会
第１回 R4.5.20 １　前橋市自立支援協議会・就労支援部会について

２　R３年度までの主な取り組み状況及び令和4年度の取り組みについて
３　セミナー等の開催時期及び開催方法について

第２回 R4.6.16 １　セミナー等の対象企業及び内容について
２　セミナー等の開催形式について
３　セミナー等の実施時間について
４　就労支援部会における委託相談支援事業所の固定化の有無について

第３回 R4.7.22 １　セミナー等の内容について
第４回 R4.8.24 １　セミナー等で使用する動画の内容について各委員からの意見
（書面開催） ２　役割分担及び意見交換会の日程について
第５回 R4.9.22 １　役割分担及び意見交換会の日程の再確認について

２　動画の内容について
３　動画作成におけるインタビュー内容、インタビューを依頼する企業について
４　コミュニケーションボードの見直しについて

第６回 R4.10.20 １　動画の流れ及び内容について
（動画担当班WG) ２　動画作成の役割担当について
第７回 R4.11.17 １　動画担当班

①各自作成した動画案（パワーポイント部分）の編集について
②インタビュー動画の編集について
２　意見交換担当班
①想定人数について
②内容について
③想定人数より少なかった場合の内容について
④当日の役割担当について

第８回 R4.12.15 １　動画の確認について
２　意見交換会の内容及び日程について
①意見交換会の内容確認について
②当日の出欠について

４　障害者雇用フローチャートチラシについて
第９回 R5.1.13 １　現在までの意見交換会参加企業申し込み数について

２　意見交換会の内容について
①当日の詳細な内容について
②当日の役割分担について
③開会と閉会の挨拶について
④意見交換会実施後のアンケートについて

第１０回 R5.2.16 １　R５年度の就労支援部会員について
（書面開催） ２　R５年度の活動テーマ及び内容について

意見書を事務局へ提出
第１１回 R5.3.16 １　R５年度の就労支援部会員について

２　R５年度の活動テーマ及び内容について
第１０回の意見書を基に協議

２　障害者雇用に関する動画の作成
タイトル
掲載方法

動画内容

（動画・意見交換会
担当班WG)

３　意見交換会周知用チラシ及び商工会議所へのメールマガジンの確認に
ついて

（意見交換会担当班
WG)

【必見】その困りごと、障がい者雇用で解決できます！
前橋市Youtubeに限定公開で掲載し、公開先のリンクを、前橋市商工会議
所のメールマガジンを通じて市内企業へ配布
冒頭で企業に共通する困り事を挙げ、その解決方法として障害者雇用があ
ることを提案。身体、知的、精神、発達、難病の障害毎に特性を例示。
その後、実際に障害者雇用を行っている企業（ヤマト運輸株式会社）の障害
者が実際に働いている様子や、働いている人へのインタビュー、障害者雇
用担当者のインタビューを掲載。

企業向けアンケート結果を参考に、企業ニーズに沿ったセミナーの開催、障害者雇用後における
相談機関の周知等も含め、検討する。

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

種別 種別 種別
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３　意見交換会の実施
日時
内容

参加企業 ４社

（４）今後の課題・取組

３　事例紹介
４　参加企業及び就労支援部会員による意見交換会

例年、セミナーや意見交換会を主軸に活動を行っているが、参加企業は年々減少しているため、
今後はセミナー等に限らず、企業に対してより効果的なアピールができる活動内容について引き
続き検討を行っていく。
また、就労支援部会は様々な機関が集まっており、多様な観点から企業等のニーズに応える事が
できる貴重な場でもある。これらを踏まえ、部会員同士や部会と企業、部会と就労系事業所の横の
つながりも意識し、就労支援部会の活動が企業を含め様々な機関に届くよう、部会活動の充実を
引き続き図っていく。

冒頭で企業に共通する困り事を挙げ、その解決方法として障害者雇用があ
ることを提案。身体、知的、精神、発達、難病の障害毎に特性を例示。
その後、実際に障害者雇用を行っている企業（ヤマト運輸株式会社）の障害
者が実際に働いている様子や、働いている人へのインタビュー、障害者雇
用担当者のインタビューを掲載。

令和５年１月１９日（木）午後１時３０分から（オンライン開催）
１　【必見】その困りごと、障がい者雇用で解決できます！動画視聴
２　就労支援部会の紹介及び障害者雇用相談先のフローチャートについて
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【こども部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
4 児童相談所

1
県（行政職員）

1 民生委員・児童委員
1 主任児童委員

地域住民の代表者

その他 5

計 12

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第1回 R4.5.18 １．医療的ケア児等の協議の場設置に向けての検討について
第2回 R4.7.20 １．医療的ケア児等支援のための（協議の場）設置要綱（案）について

２．医療的ケア児支援の周知チラシの検討
３．部会員の構成について

第3回 R4.9.21 １．今年度10月以降のこども部会の開催日程について
２．前橋市医療的ケア児等支援連携推進会議（協議の場）設置要綱について
３．医療的ケア児支援の周知リーフレット（案）の検討
４．避難所で使用することコミュニケーション支援ボードについて（意見募集）

第4回 R4.11.24 １．前橋市医療的ケア児等支援連携推進会議（協議の場）設置要綱について  
　　（条項追加の提案）
２．令和５年度以降のこども部会の組織体制（案）について
３．医療的ケア児支援の周知リーフレット（案）の配布先について

第5回 R4.12.22 １．前橋市医療的ケア児等支援連携推進会議（協議の場）設置要綱について
　　（条項追加の提案）
２．令和５年度前橋市医療的ケア児等支援連携推進会議実施方針について

第6回 R5.2.16 １．前橋市医療的ケア児等支援連携推進会議（協議の場）設置要綱及び
　　令和５年度実施方針の修正案について
２．令和４年度活動報告（案）及び令和５年度活動報告（案）について

（４）今後の課題・取組

１　前橋市医療的ケア児等支援連携推進会議（協議の場）設置要綱について
２　令和５年度前橋市医療的ケア児等支援連携推進会議実施方針について
３  医療的ケア児支援の周知チラシの検討

教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

１　前橋市療育ネットワーク推進会議の内容（研修会の開催）
２　医療的ケア児等支援連携推進会議の開催

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所
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【地域移行・地域定着部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
3 児童相談所

1
県（行政職員）

2
4 民生委員・児童委員

主任児童委員
地域住民の代表者

その他 1

計 12

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
１　部会
第１回　 R4.5.17 １．地域移行・地域定着支援について

第２回 R4.7.19

第３回 R4.9.20
（書面開催） ２．コミュニケーションボードについて
第４回 R4.11.15

第５回 R5.1.17
２．グループホーム職員への支援について

第６回 R5.3.14
２．ワーキンググループの検討状況について
３．令和４年度活動報告案について

２　ワーキンググループ
第１回 R5.2.13

３．スケジュールについて
４．作成するツールについて

第２回 R5.3.13 １.グループホーム職員のための手引き作成について

３　アンケート調査
R4.10.11～R4.11.9にかけて、グループホーム職員を対象にアンケート調査を実施した。

（４）今後の課題・取組

４．令和５年度活動計画案について

１.ワーキンググループ発足の趣旨・経過について
２．メンバー紹介・確認

２．グループホームの質の均一化について
３．ピアサポーター活用事業について
１．地域移行・地域定着支援について
２．グループホームへのアンケートについて
３．ピアサポーター活用事業について
４．自立支援協議会への委託相談支援事業所の関わりについて

種別 種別

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者

種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

1障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

グループホームの質の均一化

昨年度に開催中止となった民生委員向けのピアサポーター研修は、感染状況を見極めながら要
望を受けた全地区で開催をする。年度を通してのテーマは、定例会議で抽出された地域課題の”
グループホームの質の均一化”に引き続き取り組んでいく。

１．グループホームアンケートについて

１．地域移行・地域定着支援について
２．グループホームへのアンケートについて
１．地域移行・地域定着支援について

１．地域移行・地域定着支援について
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【手話施策検討部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
児童相談所

5
県（行政職員）

1 民生委員・児童委員
主任児童委員

1 地域住民の代表者

その他 6

計 15

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
■部会 第1回 R4.5.27

第1回 R4.6.17
第2回 R4.7.12

第3回 R4.8.10

第4回 R4.9.9

第5回 R4.11.11

第6回 R4.12.13

第7回 R5.1.24

第8回 R5.3.14

第1回 R4.6.21

第2回 R4.8.17

第3回 R4.10.18

第4回 R4.12.19
第5回 R5.2.27

（４）今後の課題・取組

■防災ワーキンググループ
（１）避難所への手話通訳者の派遣および支援のあり方についての検討
（２）次回以降のＷＧ開催頻度について
（１）コミュニケーションボードの見直しについて
（２）避難所への手話通訳者の派遣および支援のあり方についての検討
（１）避難所の設備や流れについて確認（日吉体育館）
（２）コミュニケーションボードの見直しについて
（１）コミュニケーションボードの見直しについて　※書面開催
（１）コミュニケーションボードの見直しについて
（２）避難所への手話通訳者派遣のあり方について
（３）避難所でのろう者への対応について

■手話教室ワーキンググループ
各手話教室のカリキュラム等について
（１）市職員（救急救命士）向け手話講習会
（２）市立中学校及び高等学校向け手話教室について
（３）出前講座について
（１）市職員（救急救命士）向け手話講習会
（２）市立中学校及び高等学校向け手話教室について
（１）市職員（救急救命士）向け手話講習会
（２）市立中学校及び高等学校向け手話教室について
（１）市職員（救急救命士）向け手話講習会
（２）市立中学校及び高等学校向け手話教室について
（１）市職員（救急救命士）向け手話講習会
（２）市立中学校及び高等学校向け手話教室について
（１）市職員（救急救命士）向け手話講習会
（２）手話体験教室出前講座について
（１）救急隊員向け手話講習会

〇手話関連施策について
・手話動画の更新頻度が低いため、次年度から共愛学園の学生と協力し動画作成に取り組む予
定。
・防災については、避難所運営について学びながら手話通訳者派遣のあり方について検討してい
く。

今後、新たに実施する予定の施策の準備のため、適宜ワーキンググループを開くなどして検討を
進める。

１　部会長の選出
２　前橋市手話施策推進方針に基づく取り組みについて
３　前橋市手話施策推進方針の見直し案について

高齢者介護の関係機関 保育所

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

2障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

種別 種別 種別

- 48 -



【広報・啓発部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
4 児童相談所

県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他

計 7

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
１　部会
第１回 R4.5.13 １　広報啓発部会の役割について

２　令和４年度の活動について
第２回 R4.6.17 １　「みんなのらいふ」第３０号の原稿について（内容協議）

２　「みんなのフェスタ」について
３　群馬県手をつなぐ育成会大会（前橋大会）の啓発事業について
４　委託相談支援事業所の関わりについて

第３回 R4.7.15 １　「みんなのらいふ」第３０号の原稿について（最終校正）
（書面開催）
第４回 R4.8.10 １　「みんなのらいふ」第３１号の原稿について（内容協議）
（書面開催） ２　「みんなのフェスタ」について
第５回 R4.9.16 １　「みんなのらいふ」第３１号の原稿について（内容協議）

２　「みんなのフェスタ」について
第６回 R4.10.14 １　「みんなのらいふ」第３１号の原稿について（内容協議）

２　「みんなのフェスタ」について
３　コミュニケーションボードの見直しについて

第７回 R4.11.17 １　「みんなのらいふ」第３１号の原稿について（内容協議）
２　「みんなのフェスタ」について
３　自立支援協議会への委託相談支援事業所の関わりについて

第８回 R4.12.16 １　「みんなのらいふ」第３１号の原稿について（最終校正）
２　「みんなのフェスタ」の開催報告について
３　来年度の「みんなのらいふ」について

第９回 R5.1.26 １　「みんなのらいふ」第３１号の原稿について
２　「みんなのらいふ」アンケートについて
３　「みんなのらいふ」第３２号の原稿について（内容協議）

第１０回 R5.3.17 １　「みんなのらいふ」第３２号の原稿について（最終校正）
２　「みんなのらいふ」アンケートについて
３　令和４年度活動報告について（案）について
４　令和５年度活動計画（案）について

２　みんなのらいふ
第２９号 R4.5.15 発行
第３０号 R4.9.1 発行 （防災マニュアルを同時発行）
第３１号 R5.2.1 発行
３　みんなのフェスタ

４　その他

　令和４年１２月３日（土）に第二コミュニティセンターにて、第１１回みんなのフェスタを開催した。ス
テージ発表（合唱、剣舞、和太鼓）や作品展を実施したり、体験コーナー（点字、車いす、要約筆
記）、手話の紹介コーナー、来場者参加型作品制作コーナーを設置したりした。一般来場者は約１
２０人だった。

　令和４年７月１７日（日）に、第５７回群馬県手をつなぐ育成会大会（前橋大会）のサテライト会場
にて、作品展を開催した。障害者（児）・施設・事業所の作品や活動紹介等、３３点を展示。過去に
発行した「みんなのらいふ」のコーナーも設置した。

①「みんなのらいふ」の定期発行
②障害福祉啓発事業「みんなのフェスタ」の開催

種別 種別

障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

3 市町村（行政職員）

身体・知的障害者相談員

高齢者介護の関係機関 保育所

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体
医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

種別
相談支援事業者
障害者就業・生活支援センター

発達障害者支援センター
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（４）今後の課題・取組

１　今後も広報紙「みんなのらいふ」の継続発行を予定。親しんでいただける紙面にするため
　　読者のニーズを把握し、よりよい記事を掲載する必要がある。また、印刷できる枚数が縮
　　小するため、発行方法を検討していく必要がある。
２　「みんなのフェスタ」については、新しい生活様式に沿った開催方法を検討する必要があ
　　る。また、もともと障害福祉関係者以外の参加が少ないため、周知方法が課題である。
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渋川地域自立支援協議会の概要

渋川市、吉岡町、榛東村

渋川市

平成１９年４月

直営

組織図

●全体会・定例会・運営会議・専門部会の活動回数及び委員数

回数 委員数 回数 委員数 回数 委員数

2 33 6 20 6 5

回数 委員数

就労支援部会 4 8
こども支援部会 3 38
相談支援部会 4 24
拠点整備部会 1 20
医療的ケア児支援部会 2 25

【構成団体】

【事務局】

【設置年月】

【運営方法】

【組織図】

全体会 定例会 運営会議

専門部会名

全体会議

定例会議

専門部会

就労支援部会

こども支援部会

運営会議

拠点整備部会

医療的ケア児支援
部会

相談支援部会
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●全体会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数
3 児童相談所 1

1 12
県（行政職員） 2

2 3
1 民生委員・児童委員 3
1 1 主任児童委員

地域住民の代表者

その他 2

計 33

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第１回として、上記テーマについて参集のもと、全体会議を開催。
第２回として、要綱改正の報告と会長・副会長の選任について書面開催。

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

1障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・事業報告及び事業計画

・渋川地域自立支援協議会設置要綱の改正について

・渋川市における障害福祉に関する報告
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●定例会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数
6 児童相談所
1 4
1 県（行政職員） 1
2

民生委員・児童委員
2 主任児童委員

1 地域住民の代表者

その他 2

計 20

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第１回 R4.4.28 ・自己紹介

・協議会についての説明
・ヘルプバンダナの作成について
・各部会の活動報告
・困難事例についての協議

第２回 R4.6.23 ・各部会の活動報告
・困難事例についての協議
・県発達障害者支援センターについて

第３回 R4.8.24 ・各部会の活動報告
・困難事例の協議
・群馬県発達障害者支援センターについての紹介

第４回 R4.10.26 ・各部会の活動報告
・生活保護受給者の通院に関する支援について
・発達障害者支援研修についての紹介

第５回 R4.12.16 ・各部会の活動報告
・国立のぞみの園から障害者入所施設への移行について
・就労支援等に係る在宅サービスについて

第６回 R5.2.22 ・各部会の活動報告
・児童発達支援のニーズに関する地域課題について
・地域移行支援を行う場合の課題等について
・虐待防止センターの活動報告

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・特定課題会議の報告

・困難事例等についての協議
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●運営会議の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数
2 児童相談所

3
県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他

計 5

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第１回 R4.4.21 ・第１会定例会についての打ち合わせ。(リモート会議）
第２回 R4.6.16 ・第２会定例会についての打ち合わせ。(リモート会議）
第３回 R4.8.17 ・第３会定例会についての打ち合わせ。(リモート会議）
第４回 R4.10.18 ・第４会定例会についての打ち合わせ。(リモート会議）
第５回 R4.12.8 ・第５会定例会についての打ち合わせ。(リモート会議）
第６回 R5.2.15 ・第６会定例会についての打ち合わせ。(リモート会議）

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・協議会の運営について
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●専門部会等の取組（テーマ）・活動内容等

【就労支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
1 児童相談所
1 4

県（行政職員）

民生委員・児童委員
2 主任児童委員

地域住民の代表者

その他

計 8

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第１回 R4.4.28 ・特別支援学校３年生の進路について

・R４年度の部会の開催について（次回は１０月）

第２回 R4.10.26 ・特別支援学校３年生の進路希望及び卒業生の現状について
・特別支援学校３年生の障害支援区分の取得について
・リモート型就労移行支援について
・障害児の障害者サービスの利用について
・就労支援事業所のアセスメントの結果について

第３回 R4.12.16 ・支援学校３年生の進路の現状について
・就労支援等の在宅支援について

第４回 R5.2.22 ・各支援学校の進路及び現状について
・令和５年度からの就労支援部会の開催時期や開催時間について

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・特別支援学校卒業者等に係る就労継続支援利用の手続きについて

・
・

・
・
・
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【こども支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数

13 児童相談所
4

県（行政職員）

21

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他

計 38

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第１回 R4.7.12 ・専門部会の改編について

・自己紹介と各事業所からの現状報告

・BCP（業務継続計画）について
・夏休みの活動について
・渋川広域の児童所支援ガイドブックについて
・医療的ケア児への支援について

第２回 R4.12.9 ・新規加入事業所紹介
・自己紹介と各事業所からの現状報告
・発達障害者地域支援マネジャー派遣事業について
・研修「発達障害をもつこどもの支援」

第３回 R5.3.10 ・新規加入事業所紹介
・自己紹介と各事業所からの現状報告
・発達障害者地域支援マネジャー派遣事業について
・研修「発達障害をもつこどもの支援」

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・事例検討
・情報共有

・
・
・
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【相談支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数

20 児童相談所

4

県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他

計 24

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第１回 R4.6.23 ・各事業所の現状報告

・基幹相談支援センターの年間事業計画について

・研修「事例検討の進め方」

第２回 R4.9.15 ・各事業所の現状報告

・相談支援に関するQ＆Aについて
・介護分野との連携について
・地域生活拠点部会の再編について
・研修「より良いサービス等利用計画を目指して」

第３回 R4.12.12 ・各事業所の現状報告
・介護分野との連携について
・成年後見制度を利用する場合のの疑問点について
・就労移行、就労継続支援B型A型事業所のテレワーク（在宅支援）について
・グループスーパービジョン（GSV）研修

第４回 R5.3.8 ・高齢・介護分野の担当者との協議
・児童発達支援等に関する連絡事項の共有

（４）今後の課題・取組

・「医療的ケア児支援事業」「教育･保育施設における医療的ケア児の支援」
についての説明

種別 種別 種別

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）

発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・情報交換等
・研修
・

・
・
・
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【拠点整備部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
8 児童相談所

5

県（行政職員）
6

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他 1

計 20

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第１回 R4.11.14 ・各施設の報告（拠点整備後２年間について）

・拠点整備部会の今後について

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・地域生活支援拠点の今後の取り組みについて
・
・

・
・
・

- 58 -



【医療的ケア児支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
3 児童相談所

14
県（行政職員）

1

5 民生委員・児童委員

1 主任児童委員

地域住民の代表者

その他

計 25

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第１回 R4.6.28 医療的ケア児の支援体制について

医療的ケア児支援事業（令和4年度新規事業）の進捗について
群馬県医療的ケア児者ネットワーク（フレフレぐんま-frfr-）について

第２回 R5.1.4 （書面開催）

各市町村医療的ケア児支援事業進捗について

令和４年度　医療的ケア児等コーディネーター活動報告

医療的ケア児支援に関わる看護師に対する実技講習会について

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

1障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者

教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

・

・
・
・

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・医療的ケア児支援について
・
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伊勢崎市自立支援協議会の概要

伊勢崎市

伊勢崎市

直営

別紙のとおり

●全体会・定例会・運営会議・専門部会の活動回数及び委員数

回数 委員数 回数 委員数 回数 委員数

1 17 8 20 - -

回数 委員数

精神障害地域包括ケアシステム構築検討部会 4 13

こども支援部会 3 19

地域生活支援拠点等整備部会 3 19

相談支援部会 13 26

●全体会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成

人数 人数 人数

児童相談所

1 1

県（行政職員）

7

民生委員・児童委員 1

2 1 主任児童委員

1 地域住民の代表者

その他

計 17

高齢者介護の関係機関 保育所

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者

教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

市町村（行政職員）

発達障害者支援センター

定例会 運営会議

専門部会名

種別 種別 種別

民間企業 保健所・保健センター

【構成団体】

【事務局】

【設置年月】

【運営方法】

【組織図】

全体会

相談支援事業者
障害当事者団体・障害当
事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

3障害者就業・生活支援センター

平成24年4月1日
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（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

・関係機関の代表者レベルを中心に構成し、定例会や特定課題会からの報告や提案等を通じて明ら

かになった課題解決のための審議を深め、協議会としての意思決定を行う。

・さらに、必要があれば、特定課題会を立ち上げる。

第１回　書面開催

＜報告事項＞

・令和３年度相談支援事業実績について

・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画におけるサービス等見込量及び成果目標の進捗状況

について

・日帰り短期事業における医療的ケア加算（仮）の新設について

・伊勢崎市みなみ福祉作業所と伊勢崎市うえはす福祉作業所の統廃合予定時期の前倒しに伴う「伊

勢崎市障害福祉課所管施設個別施設計画」の一部改訂について

・伊勢崎市障害者センターの一部を「障害者就業・生活支援センター」として使用させる件につい

て

・伊勢崎障害者差別解消支援地域協議会の体制変更について

- 61 -



●定例会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成

人数 人数 人数

5 児童相談所

1 2

県（行政職員）

6

1 民生委員・児童委員

3 主任児童委員

地域住民の代表者

1 その他 1

計 20

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から休止。参集開催だけでなくzoom開催も

交えて定例会を再開した。

５月定例会　R4.5.20　参集

　・令和４年度の取り組みについて協議

　・各部会（相談支援部会、こども支援部会、地域生活支援拠点部会、精神障害者地域包括ケアシ

ステム構築検討部会）の令和３年度の活動報告及び今後の取り組みについての報告

　・情報交換等

６月定例会　R4.6.17　オンライン

　・県発達障害者支援センターの紹介

　・各部会による活動報告

　・今後の協議テーマの抽出及び意見交換

７月定例会　R4.7.15　オンライン

　・各部会による活動報告

　・各部会からの報告を踏まえた課題の共有・意見交換

９月定例会　R4.9.16　オンライン

　・各部会からの活動報告

　・活動報告を踏まえた意見交換

　・日常業務における近況報告、意見交換

１０月定例会　R4.10.21　オンライン

　・各部会からの活動報告

　・活動報告を踏まえた意見交換

１１月定例会　R4.11.18　オンライン

　相談支援部会との合同開催。発達障害者地域支援マネジャーの派遣を依頼し、講義を受ける。

１月定例会　R5.1.20　オンライン

　各部会からの活動状況及び今後の活動について報告

３月定例会　R5.3.17　オンライン

　・各部会からの活動報告

　・令和４年度の振り返り

※令和５年度については定例会は一時休止となる。

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者

教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

 ・基幹相談支援センター（事務局）及び各委員等の地域で直接障害福祉に携わる人達の視点から困難

事例の共有を図り、地域で抱える課題を抽出、明確化し、地域の実情に応じた体制の整備について協

議する。

種別 種別 種別

相談支援事業者
障害当事者団体・障害当
事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）

発達障害者支援センター
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令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から休止。参集開催だけでなくzoom開催も

交えて定例会を再開した。

５月定例会　R4.5.20　参集

　・令和４年度の取り組みについて協議

　・各部会（相談支援部会、こども支援部会、地域生活支援拠点部会、精神障害者地域包括ケアシ

ステム構築検討部会）の令和３年度の活動報告及び今後の取り組みについての報告

　・情報交換等

６月定例会　R4.6.17　オンライン

　・県発達障害者支援センターの紹介

　・各部会による活動報告

　・今後の協議テーマの抽出及び意見交換

７月定例会　R4.7.15　オンライン

　・各部会による活動報告

　・各部会からの報告を踏まえた課題の共有・意見交換

９月定例会　R4.9.16　オンライン

　・各部会からの活動報告

　・活動報告を踏まえた意見交換

　・日常業務における近況報告、意見交換

１０月定例会　R4.10.21　オンライン

　・各部会からの活動報告

　・活動報告を踏まえた意見交換

１１月定例会　R4.11.18　オンライン

　相談支援部会との合同開催。発達障害者地域支援マネジャーの派遣を依頼し、講義を受ける。

１月定例会　R5.1.20　オンライン

　各部会からの活動状況及び今後の活動について報告

３月定例会　R5.3.17　オンライン

　・各部会からの活動報告

　・令和４年度の振り返り

※令和５年度については定例会は一時休止となる。
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●専門部会等の取組（テーマ）・活動内容等

【精神障害地域包括ケアシステム構築検討部会】

（１）委員構成

人数 人数 人数

4 児童相談所

4

県（行政職員）

3 民生委員・児童委員

主任児童委員

2 地域住民の代表者

その他

計 13

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

（４）今後の課題・取組

　新たに市内の２医療機関のPSWを委員として加え、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステ

ム」の構築に向けた課題を協議した。具体的な活動内容は次のとおり。

第1回　R4.6.28

　・令和３年度の活動内容の振り返り

　・令和４年度の取り組みについて

　・各病院における取組、考え方等についての情報共有

第2回　R4.10.7

　・具体的な事例を通して入院患者の地域移行について考える（３事例）

第３回　R4.12.13、R4.12.27

　・群馬県主催　令和4年度「保健・医療・福祉関係者の『協議の場』ファーストステップ研修会」

に参加

第4回　R5.3.31

　・第2回の振り返り

　・第3回　研修参加の振り返り

　・令和5年度の取り組みを検討

・精神科病院における長期在院者の退院促進に係る課題及び「精神障害にも対応した地域包括ケアシ

ステム」の構築に向けた課題について協議する。

・令和４年度の委員をコアメンバーとして、今後の活動を検討していく。

・テーマに沿ったワーキンググループを作成し、活動を検討。

　（医療現場の見学、介護保険との連携強化、ピアカウンセラーの活動等）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者

教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

種別 種別 種別

相談支援事業者
障害当事者団体・障害当
事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）

発達障害者支援センター
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【こども支援部会】

（１）委員構成

人数 人数 人数

5 児童相談所

4

県（行政職員）

3

1 民生委員・児童委員

2 主任児童委員

2 地域住民の代表者

その他 2

計 19

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

（４）今後の課題・取組

・医療的ケア児及びその他日常生活を営むうえで支援を必要とする障害児について、関係機関との

連携を図るとともに、情報の共有や課題の検討を行う。

・年齢や発達段階により課題が異なり、また関係機関も多岐にわたることから、取り扱う課題の決

め方や部会の進め方、議題に合わせた構成機関等の検討が必要。

・教育と福祉の連携推進のため、まずは教育委員会と福祉部局の情報交換を進めたい。

第１回　R4. 6.29

　・医療的ケア児の就学にむけたフローチャートの最終確認と配布先の検討

第２回　R4.10.25

　・医療的ケア児の就学に向けた相談タイムスケジュール(完成版)の配布について

　・各関係機関や分野から福祉分野への連携課題や工夫について

第３回　R5. 3. 2

　・事例紹介：関係機関との連携について（４事例の紹介と質疑応答）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者

教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

相談支援事業者
障害当事者団体・障害当
事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）

発達障害者支援センター

種別 種別 種別
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【地域生活支援拠点等整備部会】

（１）委員構成

人数 人数 人数

4 児童相談所

3

県（行政職員）

10

民生委員・児童委員

主任児童委員

地域住民の代表者

2 その他

計 19

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

（４）今後の課題・取組

第１回　R4.7.6

・令和３年度の協議内容の振り返り

・令和４年度の取り組みについて検討

・緊急時の受け入れ対応について各事業所の実情等も踏まえ協議

第2回　R4.10.13

・取り組み状況報告

・緊急時支援事前登録届出書の改正について説明

・運営状況に係る評価

第3回　R5.3.7

・取り組みの経過報告及び第２回部会の振り返り

・緊急時支援事前登録の一部改正について説明

・令和5年度の取り組みについて協議

・地域生活支援拠点等が備える5つの機能の整備、検証、改善

・構成メンバーを再検討し、協議を継続する

・取り組み内容に応じたWGの設置を検討

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者

教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

相談支援事業者
障害当事者団体・障害当
事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）

発達障害者支援センター

種別 種別 種別
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【相談支援部会】

（１）委員構成

人数 人数 人数

26 児童相談所

県（行政職員）

民生委員・児童委員

主任児童委員

地域住民の代表者

その他

計 26

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

・事例検討会から地域で取り組むべき課題を抽出し、然るべき協議体へ繋ぐ

・制度や社会資源・地域資源に関する情報を共有し日常の業務に活用する

・事例検討会を通じて相談支援専門員の課題解決能力の向上と支持的機能の充実を図る

高齢者介護の関係機関 保育所

第1回　R4.4.18

　・令和3年度自立支援協議会・各部会実施報告

　・令和4年度の相談支援部会の取り組みについて

第2回　R4.5.18

　・【説明】虐待防止委員会の設置義務と運営規定変更後の届出について

　・情報共有・意見交換

第3回　R4.6.15

　・近藤式実践研究「福祉就労に繋がらない40代男性について」

　・情報共有・意見交換

第4回　R4.7.20

　・地域課題の抽出及び協議

第5回　R4.7.28

　・【研修会】「障害福祉サービス・障害児通所給付の基本的な考え方について」

第6回　R4.9.21

　・GSV「劣悪な環境ながらも兄と暮らし続けたいと願う知的障害女性」

第7回　R4.10.19

　・自立支援協議会・各部会報告

　・地域課題の抽出及び協議

第8回　R4.11.18

　・【研修会】発達障害者地域発達支援マネジャー派遣事業

　「発達障がい切れ目ない支援を考える」

第9回　R4.12.21

　・近藤式実践研究「保育園と児童発達支援事業所を併用している4歳ASD女児」

第１０回　R5.1.18

　・自立支援協議会・各部会報告

　・地域課題の抽出及び協議

第１１回　R5.2.15

　・近藤式実践研究「家族に問題があり障害受容が難しい２０代男性」

第12回　R5.2.27

　・【研修会】発達障害者地域支援マネジャー派遣事業「働くを支える」

第13回　R5.3.15

　・令和４年度相談支援部会の取組に関するアンケートの実施と振り返り

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者

教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

種別 種別 種別

相談支援事業者
障害当事者団体・障害当
事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）

発達障害者支援センター
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（４）今後の課題・取組

・相談支援体制の維持と強化

・相談支援の質の向上

・相談支援従事者の拡充

第1回　R4.4.18

　・令和3年度自立支援協議会・各部会実施報告

　・令和4年度の相談支援部会の取り組みについて

第2回　R4.5.18

　・【説明】虐待防止委員会の設置義務と運営規定変更後の届出について

　・情報共有・意見交換

第3回　R4.6.15

　・近藤式実践研究「福祉就労に繋がらない40代男性について」

　・情報共有・意見交換

第4回　R4.7.20

　・地域課題の抽出及び協議

第5回　R4.7.28

　・【研修会】「障害福祉サービス・障害児通所給付の基本的な考え方について」

第6回　R4.9.21

　・GSV「劣悪な環境ながらも兄と暮らし続けたいと願う知的障害女性」

第7回　R4.10.19

　・自立支援協議会・各部会報告

　・地域課題の抽出及び協議

第8回　R4.11.18

　・【研修会】発達障害者地域発達支援マネジャー派遣事業

　「発達障がい切れ目ない支援を考える」

第9回　R4.12.21

　・近藤式実践研究「保育園と児童発達支援事業所を併用している4歳ASD女児」

第１０回　R5.1.18

　・自立支援協議会・各部会報告

　・地域課題の抽出及び協議

第１１回　R5.2.15

　・近藤式実践研究「家族に問題があり障害受容が難しい２０代男性」

第12回　R5.2.27

　・【研修会】発達障害者地域支援マネジャー派遣事業「働くを支える」

第13回　R5.3.15

　・令和４年度相談支援部会の取組に関するアンケートの実施と振り返り
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玉村町障がい者総合支援協議会の概要

●全体会・定例会・運営会議・専門部会の活動回数及び委員数

回数 委員数 回数 委員数 回数 委員数

0 14 3 24 12 4

回数 委員数

3 4
0 7

全体会 定例会 運営会議

専門部会名

虐待防止ワーキンググループ
精査会（計画相談）ワーキンググループ

【構成団体】 玉村町

【事務局】 玉村町障がい者（児）基幹相談支援センター

【設置年月】 平成２１年４月

【運営方法】 委託

【組織図】 体制図とする
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●全体会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数
0 児童相談所 0

1 2
1 県（行政職員） 0
0 0 1
1 0 民生委員・自立支援部 2
2 0 主任児童委員 0
0 1 アドバイザー 2
0 0 事務局 3

計 17

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

1

新型コロナウィルス感染症対策のため、開催なし

教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・「感染症・防災体制の強化」

・「重層的支援体制整備・地域生活支援拠点の強化」

・「意思決定支援の強化」

相談支援事業者
障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
社会福祉協議会
障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者

種別 種別 種別
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●定例会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数
3 児童相談所 0
1 2
1 県（行政職員） 0
14 0 0
0 0 民生委員・児童委員 0
0 0 主任児童委員 0
0 0 アドバイザー 2
0 0 事務局 3

計 26

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

0

・「重層的支援体制整備・地域生活支援拠点の強化」

・「意思決定支援の強化」

第1回書面開催
①確認事項
・障害者虐待の未然防止・早期発見等について
・障害福祉サービス事業者等における災害発生時等の業務継続ガイドライン（ＢＣＰ）について

第2回書面開催
①確認事項
・令和4年度発達障害者マネージャ-研修について、6月の定例会にて、開催を依頼するか協議を
行う。

第3回定例会
①講話
（１）	「障害者自立支援協議会」について
（２）	「重層的支援体制整備事業」について
②議題
（１）個別支援会議からの報告について
（２）各事業所からの報告について
（３）虐待事案の経過報告について
（４）協議事項について
ⅰ令和4年度発達障害者支援マネージャー研修について
ⅱ地域生活支援拠点対象者世帯リストについて
③その他
・「市町村・都道府県における虐待防止と対策の手引き及び「施設における障害者虐待の防止と
対策の手引き」の一部改正について
・グループホーム情報共有について

第4回、5回、6回
・協議事項等なし
・各事業所の実績のみ状況報告を行う。

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・「感染症・防災体制の強化」

種別 種別 種別
相談支援事業者
障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員
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第10回書面開催
・協議事項等なし
・各事業所の実績のみ状況報告を行う。

第11回定例会
議題
（１）	個別支援会議からの報告について
（２）	各事業所等からの報告について
（３）	虐待事案の経過報告について
（４）	その他
　・玉村町避難行動計画要支援者名簿登録申請書兼個人情報提供同意書について
　・災害情報一斉送信システム（愛称：たまボイス）について
　・障害者支援施設等災害時情報共有システムについて
その他
　・新年度準備のため、3月の運営会議にて協議し開催予定を連絡することとする。

第12回書面開催
・協議事項等なし
・各事業所の実績のみ状況報告を行う。
・今後の協議会の開催内容について、来年度の体制図（案）及び年間スケジュールをメールにて
送付する。

第7回定例会
議題
（１）個別支援会議からの報告について
（２）各事業所からの報告について
（３）虐待事案の経過報告について
（４）協議事項について
・令和４年度全体会について
・障害福祉計画の評価について
４　その他
・総合支援法の法改正について

第8回書面開催
・協議事項等なし
・各事業所の実績のみ状況報告を行う。

第9回定例会
議題
（１）個別支援会議からの報告について
（２）各事業所からの報告について
（３）虐待事案の経過報告について
（４）協議事項について
・玉村町避難行動計画要支援者名簿登録申請書兼個人情報提供同意書について
・災害情報一斉送信システム（愛称：たまボイス）について
・たまむら見守りシールについて
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●運営会議の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数

児童相談所
1

県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者
事務局 3

計 4

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

高齢者介護の関係機関 保育所

・「感染症・防災体制の強化」

・「重層的支援体制整備・地域生活支援拠点の強化」

・「意思決定支援の強化」

第1回運営会議
議　題
（1）個別支援会議からの報告について
（2）各事業所等からの報告について
（3）虐待事案の経過報告について
（4）協議事項について
　　　・定例会開催にむけた今後の流れについて
　　　・障害者自立支援協議会とはについて
　　　・令和4年度参加事業所について
　　　・重層的支援体制整備事業について
その他
　　・体制図（案）及び開催スケジュール（案）について

第2回運営会議
議　題
（1）個別支援会議からの報告について
（2）各事業所等からの報告について
（3）虐待事案の経過報告について
（4）協議事項について
　・5月書面開催について
　・令和4年度発達障害者支援マネージャー研修について
確認事項について
　・定例会開催にむけた今後の流れについて
　・障害者自立支援協議会とはについて
　・令和4年度参加事業所について
　・重層的支援体制整備事業について

発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

種別 種別 種別
相談支援事業者
障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
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第5回運営会議
議　題
（1）個別支援会議からの報告について
（2）各事業所等からの報告について
（3）虐待事案の経過報告について
（4）協議事項について
　・8月の定例会について
　・11月の全体会について
　・福祉計画評価について
　・玉村町障がい者（児）基幹相談支援センター主催研修について
その他
　・令和4年度発達障害者支援マネージャー研修について

第6回運営会議
議　題
（1）個別支援会議からの報告について
（2）各事業所等からの報告について
（3）虐待事案の経過報告について
（4）協議事項について
　・9月の書面開催について
　・10月の定例会について
　・11月の全体会について
　・福祉計画評価について
その他
　・玉村町避難行動計画要支援者名登録申請書兼個人情報提供同意書につて
　・災害情報一斉送信システム（愛称：たまボイス）について
　・アドバイザーの変更について

第7回運営会議
議　題
（1）個別支援会議からの報告について
（2）各事業所等からの報告について
（3）虐待事案の経過報告について
（4）協議事項について
　・10月の定例会について
　・11月の全体会について
　・福祉計画評価について

第3回運営会議
議　題
（1）個別支援会議からの報告について
（2）各事業所等からの報告について
（3）虐待事案の経過報告について
（4）協議事項について
　・６月の定例会の内容及び流れについて
　・令和4年度発達障害者支援マネージャー研修について
　・地域生活支援拠点対象者世帯リストについて
その他
　・「市町村・都道府県における虐待防止と対策の手引き及び「障害者施設における障害者虐待の
防止と対策の手引き」の一部改正について

第4回運営会議
議　題
（1）個別支援会議からの報告について
（2）各事業所等からの報告について
（3）虐待事案の経過報告について
（4）協議事項について
　・７月の定例会文書開催について
その他
　・令和4年度発達障害者支援マネージャー研修について
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第8回運営会議
議題
（1）個別支援会議からの報告について
（2）各事業所等からの報告について
（3）虐待事案の経過報告について
（4）協議事項について
　・全体会について
　・12月の定例会について（環境安全課への依頼について）

第9回運営会議
議題
（1）個別支援会議からの報告について
（2）各事業所等からの報告について
（3）虐待事案の経過報告について
（4）協議事項について
　・全体会について
　・12月の定例会について
　・玉村町障がい者総合支援協議会参加者について

第10回運営会議
議題
（1）個別支援会議からの報告について
（2）各事業所等からの報告について
（3）虐待事案の経過報告について
※協議事項なし

第11回運営会議
議題
（1）個別支援会議からの報告について
（2）各事業所等からの報告について
（3）虐待事案の経過報告について
※協議事項なし

第12回運営会議
議題
（1）個別支援会議からの報告について
（2）各事業所等からの報告について
（3）虐待事案の経過報告について
（4）協議事項について
・令和５年度玉村町障がい者総合支援協議会の運営方針及び体制について
・令和５年度玉村町障がい者総合支援協議会の開催日程について
・精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム（にも包括部会）について
・第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画の評価について
　（令和３から5年まで）

- 75 -



●専門部会等の取組（テーマ）・活動内容等

【虐待防止ワーキンググループ】
（１）委員構成

人数 人数 人数
2 児童相談所 0
0 2
0 県（行政職員） 0
0 0 0
0 0 民生委員・児童委員 0
0 0 主任児童委員 0
0 0 地域住民の代表者 0
0 0 その他 0

計 4

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

2、（養護者からの虐待の疑い）

（４）今後の課題・取組

【精査会（計画相談ワーキンググループ）部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
3 児童相談所

3
県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者
その他

障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

0

・警察からの情報提供により、養護者からの虐待とのこと。支援者への聞き取りを行うが状況把握
を行い問題はなかった。

障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

※障害者虐待防止法に伴い対応している。
※虐待事案の経過報告については、事案の詳細は協議会へ報告せず、発生件数のみ報告を行う
こととしている。

・障害者虐待防止への知識の普及啓発を行う。

種別 種別 種別
相談支援事業者

・障害者虐待防止相談受付後、48時間以内の会議を行う。
・群馬県との連携を図る。
・虐待事案の経過を調査、確認する。
・虐待事案の経過報告を行う。
令和4年度の対応について
1、（施設職員からの虐待の疑い）
・施設職員による虐待の通報があり、施設職員への聞き取りを行う。

3、（施設職員からの虐待の疑い）
・施設職員による虐待の通報があり、施設職員への聞き取りを行う。

教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・障害者虐待防止法に伴う、対応を行う。

・障害者虐待を防止できるよう虐待に関する知識の向上を図る。

・障害者虐待の早期発見、予防を行う。

相談支援事業者
障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者

種別 種別 種別
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計 6

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

（４）今後の課題・取組

・玉村町での支給決定の根拠を確認していく。

・サービス等利用計画の評価を行う。

・定例会にて、サービス等利用計画評価のフィードバックを行う。

・新型コロナウィルス感染症対策のため、開催なし。

・サービス等利用計画の質の向上を目指す。
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高崎市町村協議会の概要

高崎市

高崎市

平成19年1月

直営

●全体会・定例会・運営会議・専門部会の活動回数及び委員数

回数 委員数 回数 委員数 回数 委員数

書面開催 21

回数 委員数

生活支援部会 1 13
権利擁護部会 1 8
計画策定部会 0 9

【構成団体】

【事務局】

【設置年月】

【運営方法】

【組織図】

全体会 定例会 運営会議

専門部会名

生活支援部会 権利擁護部会 計画策定部会 その他

特定課題部会

全体会
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●全体会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数
3 児童相談所 1

1
県（行政職員）

2 2
2 1 民生委員・児童委員 1
2 1 主任児童委員

地域住民の代表者 1

その他 1

計 21

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

令和4年7月　書面開催
　・委嘱状交付
・委員長、副委員長選出
・高崎市障害者支援協議会についての案内

教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・特に定めていない

・

・

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

3障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

学識経験者
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●専門部会等の取組（テーマ）・活動内容等

【生活支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
2 児童相談所
1

県（行政職員）
1 1
2 民生委員・児童委員
1 1 主任児童委員

地域住民の代表者 1

その他 1

計 13

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

令和4年12月6日（火）開催

（４）今後の課題・取組

・引き続き日中サービス支援型共同生活援助事業所の運営の評価を行う。

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・障害者等の虐待防止や差別解消及び権利擁護等に関すること

・日中サービス支援型共同生活援助支援事業所の運営について
・強度行動障害者支援における地域課題について

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

2障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター
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【権利擁護部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
1 児童相談所 1

県（行政職員）
1 1

1 民生委員・児童委員 1
1 主任児童委員

地域住民の代表者

その他

計 8

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
令和4年8月19日書面開催

・成年後見制度の利用状況について（報告）

（４）今後の課題・取組

・

・

・

・

・

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・障害者等の虐待防止や差別解消及び権利擁護等に関すること

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

1障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

種別 種別 種別
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【計画策定部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
1 児童相談所 1
1

県（行政職員）
1
1 1 民生委員・児童委員
1 主任児童委員

地域住民の代表者

その他

計 9

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

令和4年度は活動実績なし

（４）今後の課題・取組

・

・

・

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・特に定めていない

・

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

2障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター
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安中市自立支援協議会の概要

安中市

安中市

直営

下図のとおり

●全体会・定例会・運営会議・専門部会の活動回数及び委員数

回数 委員数 回数 委員数 回数 委員数

1 57 5 21 6 4

回数 委員数

相談支援部会 4 8
施設事業所・就労支援部会 3 31
グループホーム部会 1 9
地域生活支援拠点部会 1 3
発達支援部会 2 11

【構成団体】

【事務局】

【設置年月】

【運営方法】

【組織図】

全体会 定例会 運営会議

専門部会名

平成18年10月1日

安中市障害者計画・障害福祉計画

安中市自立支援協議会（全体会）年１回

安中市自立支援協議会（定例会）年５回

相談支援事業所、就労支援施設、児童発達支援事業所、民生委員、

障害者就業・生活支援センター、行政

発達支援部会

グループホーム部会 施設事業所・就労支援部会

地域生活支援拠点部会

相談支援部会

個別支援会議

相談支援事業所・市役所

相談者（身体・知的・精神・児童・難病）

相談 支援
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●全体会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数

7 児童相談所 1
1 11

県（行政職員） 1
15
1 民生委員・児童委員 1
4 1 主任児童委員
1 地域住民の代表者 1

2 その他 3
計 57

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第1回

　

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

7障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・特に定めていない

・

・

令和4年8月31日
①講演
演題「虐待メカニズムを徹底解剖
　　　～障害者虐待を防ぐために一人ひとりができること～」
講師：桐の木クリニック　有賀　道生　先生

②令和3年度活動報告
出席者：52名
（講演は委員外の福祉、医療関係者も受講）
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●定例会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数

7 児童相談所
1 6

県（行政職員）
6

民生委員・児童委員 1
主任児童委員
地域住民の代表者

その他
計 21

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第1回　　R4.4.14（木）
＜議題＞ 報告 ・部会報告

協議
・令和4年度自立支援協議会運営アンケート結果について
（オンライン対応、定例会、全体会について）

第2回　　R4.6.9（木）
＜議題＞　報告 ・部会報告

・アドバイザーより報告
協議 ・全体会について

第3回　　R4.10.13（木）
＜議題＞　報告 ・部会報告

・アドバイザーより報告
・出席者より

協議 ・全体会の感想、振り返りについて
・サービスマップの更新検討について
・今後の全体会の方法について

第4回　　R4.12.8（木）
＜議題＞ 報告 ・協議会長より法人内のコロナ対応について

・部会報告
・アドバイザーより（農福連携、強度行動障害、相談支援）
・安中市障害福祉計画の中間報告について
・物価高騰対策について
・出席者より

協議 ・サービスマップの更新スケジュール、修正依頼について
・困難ケースの検討について

第5回　　R5.2.9(木)
報告 ・部会報告

・アドバイザーより報告（相談支援専門員の不足について）
・出席者より（安中市の雇用、企業の障害者受入れについて）
・市町村訪問された県障害政策課より

協議 ・日中サービス支援型共同生活援助における協議会への報告・協議会
　からの評価等について
・「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業」に係る  
　令和4年度「保健・医療・福祉　関係者の『協議の場』
　ファーストステップ研修会」の参加報告
・県障害者自立支援協議会打ち合わせ会議の参加報告
・サービスマップの進捗状況について
・来年度の定例会について

・共同生活援助日中サービス支援型（イノセント）事業実施状況報告・評価について

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

・

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・特に定めていない
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●専門部会等の取組（テーマ）・活動内容等

【相談支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
6 児童相談所

1
県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他
計 7

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第１回　　R4.７.８（木）
・自己紹介、部会長の選定、部会の方針確認
・地域生活支援拠点部会長より拠点、緊急時受入れの周知

第２回　　R4.10.13（木）
・出席者から現状や課題を持ち寄り、洗い出しを行った。
・ニーズ対応への難しさ、市への提出書類について意見交換

第３回　　R4.12.8（木）
・サービスに関する計画や加算等 の書類の提出、管理について 

第４回　　R5.2.9(木)
・事例報告
・今年度の振り返り
・相談支援事業所と基幹相談支援センターの連携確認。　
・来年度の部会について（部会長決め、定例会への相談、講師を招く事も検討）

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

・

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

・

・

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・報酬改定の様式作成について

・困難ケースの検討や勉強会を実施し、部会の発展を目指す。

・
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【施設事業所・就労支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
児童相談所

県（行政職員）
31

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他
計 31

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第1回 R4.6月 ZOOMで研修、グループワーク（コロナによる影響等）

第2回 R4.10月 ZOOMで研修、グループワーク（コロナによる影響等）

第３回 R5.2月 ZOOMで研修、グループワーク（コロナによる影響等）

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・情報共有（施設事業所部会と合同）

・

・

・ZOOMもしくは対面での意見交換、事例検討を継続実施

・

・
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【グループホーム部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
4 児童相談所

県（行政職員）
6

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他
計 10

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

Ｒ４.10月 部会開催に向けて市内10か所のグループホームに声をかける。

第1回 Ｒ４.11月 ・自己紹介、部会長の選定、部会の方針確認

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別

公共職業安定所（ハローワーク）

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・グループホーム同士の横の繋がりを作る

・

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関

・

・

・年2回の実施を予定しており、部会の定着化を図る。

・

民間企業 保健所・保健センター
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【地域生活支援拠点部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
2 児童相談所

県（行政職員）
1

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他
計 3

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第1回 R4.7月 Ｒ３年度の緊急時受入れについて報告

（４）今後の課題・取組

高齢者介護の関係機関 保育所

・緊急時受入れの周知
・

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

保健所・保健センター

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

・

・各部会や定例化等を通して周知、体験等に繋げる
・
・

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業
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【発達支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
6 児童相談所

県（行政職員）
5

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他
計 11

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

Ｒ４.10

第1回 Ｒ４.12月 ・安中市の資源や対象年齢（18歳まで）を確認
・部会の開催回数、実施内容について

第2回 Ｒ５．２月 ・事例検討

（４）今後の課題・取組

協議会長が部会長を選定。市内の児童発達支援、放課後等デイサービス、
相談支援事業所に声掛け

・

・年3～4回の実施を予定しており、部会の定着化を図る。

・

・

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・事例検討

・情報共有

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

- 90 -



藤岡市障害者自立支援協議会の概要

藤岡市

藤岡市福祉課

平成２４年４月

直営

●全体会・定例会・運営会議・専門部会の活動回数及び委員数

回数 委員数 回数 委員数 回数 委員数

1 19 2 5

回数 委員数

子ども支援部会 1 11
地域包括ケアシステム部会 2 11
就労支援部会 3 10

【構成団体】

【事務局】

【設置年月】

【運営方法】

【組織図】

全体会 定例会 運営会議

専門部会名

全体会
・年3回開催

・構成員（19名）：相談支援事業者、学識経験者、障害福祉サービス

事業者、医療機関、教育関係機関、障害者団体代表者、ハローワー

ク、就業・生活支援センター、民生・児童委員、保健福祉事務所、社

会福祉協議会

子ども支援部会

・年1回開催
・構成員（11名）

障害福祉サービス
事業者、相談支援
事業者、
障害者団体代表
者、教育関係者、
学識経験者、
行政職員

地域包括ケア
システム部会

・年2回開催
・構成員（11名）

障害福祉サービス
事業者、相談支援
事業者、
保健福祉事務所、
医療機関、学識経
験者、民生・児童
委員、障害者団体
代表者

就労支援部会

・年3回開催
・構成員（10名）

障害福祉サービス
事業者、相談支援
事業者、教育関係
者、就業・生活支
援センター、ハ
ローワーク、医療
機関、社会福祉協
議会
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●全体会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数
1 児童相談所
1

県（行政職員）
4
1 2 民生委員・児童委員 1
4 1 主任児童委員

1 地域住民の代表者

その他 1

計 19

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
　第１回　　　　　令和５年３月１３日

　　　　　・障害者等基幹相談支援センター事業について
　　　　　・移動支援事業の見直しについて
　　　　　・障害(児)福祉計画に係る実施状況について

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

2障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・障害者等基幹相談支援センター事業について

・移動支援事業の見直しについて

・障害(児)福祉計画に係る実施状況について
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●運営会議の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数
1 児童相談所
1

県（行政職員）
1

民生委員・児童委員 1
主任児童委員
地域住民の代表者

その他

計 5

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
　第１回　　　　　令和４年６月２８日

　　　　　・障害福祉関係機関情報交換
　　　　　・障害(児)福祉計画に係る実施状況の共有化
　　　　　・移動支援事業の見直しの検討

第２回　　　　　令和５年１月２３日
　　　　　・各部会の活動報告
　　　　　・障害者等基幹相談支援センター事業実施に向けた検討・協議
　　　　　・移動支援事業の見直しの検討

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

1障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・障害者等基幹相談支援センター事業、移動支援の見直しについて

・各部会の活動報告について

・障害(児)福祉計画に係る実施状況について
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●専門部会等の取組（テーマ）・活動内容等

【子ども支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
1 児童相談所

1
県（行政職員）

3
1 民生委員・児童委員

3 主任児童委員
地域住民の代表者

その他

計 11

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
　第１回　　　　　令和４年８月２日

　　　　　・在宅の医療的ケア児を取巻く課題と支援ニーズの検討
　　　　

（４）今後の課題・取組

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

・

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

2障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・医療的ケア児について

・

・各事業所の支援の取り組み状況の意見交換をすることで、具体的な支援方法や支援の重点が整

　理されてるくため、情報交換会の開催に向け調整を図っていく。
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【地域包括ケアシステム部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
1 児童相談所

県（行政職員）
3
1 1 民生委員・児童委員 1

主任児童委員
2 地域住民の代表者

1 その他

計 11

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
　第１回　　　　　令和４年１２月１３日

　　　　　・Zoom形式　地域包括ケアシステムについての講義・事例報告

　　　第２回　　　　令和４年１２月２７日
　　　　　・Zoom形式　地域づくりOne　Teamシート」を用いたグループワーク

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

1障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・地域包括ケアシステムの検討

・

・

・

・基幹相談支援センターの充実・整備を進めると共に障害をはじめ属性や年齢に限られず誰もが利用

　でき、本人や家庭の困りごと相談が出来る地域の居場所づくりの構築について検討していく。
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【就労支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
児童相談所

1
県（行政職員）

2
1 民生委員・児童委員
4 1 主任児童委員

地域住民の代表者

その他 1

計 10

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
　第１回　　　　　令和４年７月１９日

　　　　　・障害者のための企業説明会及び就職面接会の開催について

　　　第２回　　　　令和４年１１月９日
　　　　　・障害者雇用企業説明会及び面接会の実施に向けた詳細な検討

　　　第３回　　　　令和５年２月１日
　　　　　・障害者雇用企業説明会及び面接会の実施に向けた当日スケジュールの検討

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

・

・企業説明会及び就職面接会と併せて、他の地域における賃金等の状態を把握するため、先進

　地への視察を検討していく。

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・障害者のための企業説明会及び就職面接会の開催について

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）
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上野村協議会の概要

上野村

上野村

平成２０年３月

直営

●全体会・定例会・運営会議・専門部会の活動回数及び委員数

回数 委員数 回数 委員数 回数 委員数

1 10

回数 委員数

相談支援部会 1 7
就労支援部会 1 7
地域生活支援部会 1 7

【構成団体】

【事務局】

【設置年月】

【運営方法】

【組織図】

全体会 定例会 運営会議

専門部会名

全体会
・年１回開催
・構成員（１０名）：学識経験者、相
談支援事業者、医療関係者、教育関係
者、民生・児童委員、保健センター、
保育所、行政職員

相談支援部会
・年１回開催
・構成員（７名）：相談支

援事業者、相談支援事業者、

医療関係者、民生・児童委

員、保健センター、保育所

就労支援部会
・年１回開催
・構成員（７名）：相談支援事業

者、相談支援事業者、医療関

係者、民生・児童委員、保健セ

ンター、保育所

地域生活支援部会
・年１回開催
・構成員（７名）：相談支援事業
者、相談支援事業者、医療関
係者、民生・児童委員、保健セ
ンター、保育所
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●全体会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数
1 児童相談所

3
県（行政職員）

1 1 民生委員・児童委員 1
1 主任児童委員

1 地域住民の代表者

1 その他

計 10

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第１回 R4.11.28

【議題】協議　・障害福祉政策について

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・障害福祉政策について

・

・
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●専門部会等の取組（テーマ）・活動内容等

【相談支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
1 児童相談所

2
県（行政職員）

民生委員・児童委員 1
1 主任児童委員

1 地域住民の代表者

1 その他

計 7

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第１回 R4.11.28 相談支援部会・就労支援部会・地域生活部会合同開催

【議題】協議　・ケース（事例）検討について

（４）今後の課題・取組

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

・

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

・

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・特に定めていない

・

・

・
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【就労支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
1 児童相談所

2
県（行政職員）

民生委員・児童委員 1
1 主任児童委員

1 地域住民の代表者

1 その他

計 7

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第１回 R4.11.28 相談支援部会・就労支援部会・地域生活部会合同開催

【議題】協議　・ケース（事例）検討について

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・特に定めていない

・

・

・

・

・
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【地域生活支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
1 児童相談所

2
県（行政職員）

民生委員・児童委員 1
1 主任児童委員

1 地域住民の代表者

1 その他

計 7

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第１回 R4.11.28 相談支援部会・就労支援部会・地域生活部会合同開催

【議題】協議　・ケース（事例）検討について

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

・

・

・

・

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・特に定めていない

・

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）
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員
等

 

地
域
生
活
支
援
部
会
 

・
開
催
回
数
：
必
要
に
応
じ
て

随
時
 

・
構
成
員
（
１
３
名
）
：
相
談

支
援
事
業
者
・
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
・
県
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
・
関
係
機
関
の
職
員
等

 

   

こ
ど
も
部
会
 

・
開
催
回
数
：
必
要
に
応
じ
て

随
時
 

・
構
成
員
（
９
名
）：

相
談
支

援
事
業
者
・
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
・
関
係
機
関
の
職
員

等
 

※
医
療
的
ケ
ア
児
等
支
援
の
た

め
の
協
議
の
場

 

 

相
談
支
援
部
会
 

・
開
催
回
数
：
必
要
に
応
じ
て

随
時

 

・
構
成
員
（
９
名
）：

相
談
支

援
事
業
者
・
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
・
関
係
機
関
の

職
員
等

 

   

下
仁
田
町
自
立
支
援
協
議
会
 

・
開
催
回
数
：
不
定
期

 

・
構
成
員
：

 

南
牧
村
自
立
支
援
協
議
会
 

・
開
催
回
数
：
不
定
期

 

・
構
成
員
：

 

甘
楽
町
自
立
支
援
協
議
会
 

・
開
催
回
数
：
不
定
期

 

・
構
成
員
：
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富岡地域自立支援協議会の概要

富岡市、下仁田町、南牧村、甘楽町

全体会（各市町村）、定例会・部会（相談支援事業所みのり）

平成１８年１０月

直営＋委託（全体会は直営、定例会・部会は委託）

別紙のとおり

●全体会・定例会・運営会議・専門部会の活動回数及び委員数

回数 委員数 回数 委員数 回数 委員数

1 21 6 19 - -
※全体会は富岡市自立支援協議会の数字（他3町村は開催なし）

回数 委員数

相談支援部会 4 9
就労支援部会 5 25
こども部会 5 9
地域生活支援部会 1 13
精神部会 3 18

定例会 運営会議

専門部会名

【構成団体】

【事務局】

【設置年月】

【運営方法】

【組織図】

全体会
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●全体会の取組（テーマ）・活動内容等
※全体会は富岡市自立支援協議会の内容・数字（他3町村は開催なし）

（１）委員構成
人数 人数 人数

1 児童相談所 0

1 1
0 県（行政職員） 1
8 0 0
0 0 民生委員・児童委員 1
1 1 主任児童委員 0
0 1 地域住民の代表者 0

0 0 その他 1

計 21

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
・障害福祉プラン（障害者基本計画・障害福祉計画・障害児福祉計画）の進捗管理・検証
・関係機関からの活動報告・情報共有

・活動状況報告・情報交換

・地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議

・地域の社会資源の開発、改善に関する協議

・障害福祉プランの進捗状況評価、計画事項に関する助言等

・地域の障害福祉に関するシステムづくりに関する協議

・その他

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・委託相談支援事業者の運営評価等

・地域課題・困難事例対応等に関する協議、調整

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

4障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

種別 種別 種別
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●定例会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数

5 児童相談所 0
1 4
0 県（行政職員） 1
4 0 0
0 0 民生委員・児童委員 0
1 1 主任児童委員 0
0 2 地域住民の代表者 0

0 0 その他 0

計 19

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

・各種情報交換・課題検討

・研修会・講演会等の開催

(1) 部会開催回数・参加人数
　　 ア　開催頻度・回数：５月、７月、９月、１１月、１月、３月　計６回
　　 イ　会場：構成４市町村役場会議室等（※書面・オンライン・ハイブリッド開催あり）
(2) 取組内容等
　　 ア　各部会の活動報告・情報共有
　　 イ　アール・ブリュットトミオカについて
　　 ウ　地域資源マップ等による情報整理について
　　 エ　地域生活支援拠点事業について
　　 オ　各種情報交換・課題検討（新型コロナウイルス感染症対策、防災の避難対策、等）
　　 カ　虐待防止研修（県権利擁護センター出前講座）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・各部会の活動報告・情報共有

・ケース及び活動報告・情報共有

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

0障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター
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●専門部会等の取組（テーマ）・活動内容等

【相談支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
5 児童相談所

4
県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他

計 9

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

（４）今後の課題・取組

(1) 開催回数等
　　 ア　開催頻度・回数：４月、５月、１１月、１月　計４回
　　　　　　　　　　　　　　　 （別途打ち合わせ等あり）
　　 イ　会場：構成４市町村役場会議室等
(2) 取組内容等
　　 ア　法改正・報酬改定に伴う対応について
　　 イ　新型コロナウイルス感染症対策について
　　 ウ　各種情報交換・課題検討
　　 エ　相談ケース検討

・例年どおり、年に数回、情報共有やケース検討をする

・地域の課題について取り組んでいく

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・法改正、障害者福祉サービスの情報を共有することで富岡地域での認識の統一を図る

・相談ケース検討

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

種別 種別 種別
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【就労支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
2 児童相談所
1 4

県（行政職員） 2
5
3 民生委員・児童委員
4 1 主任児童委員

地域住民の代表者
その他 3

計 25

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

（４）今後の課題・取組

(1) 開催回数等
　　 ア　開催頻度・回数：６月、８月、１０月、１１月、２月　計５回　※１１月はシンポジウム
　　　　　　　　　　　　　　　 （別途打ち合わせ等あり）
　　 イ　会場：構成４市町村役場会議室等
(2) 取組内容等
　　 ア　今後の取組事項検討（セミナー・シンポジウム開催、地域資源マップの拡充・更新等）
　　 イ　コロナ禍の就労支援の検討
　　 ウ　各種情報交換・課題検討
　　 エ　地域資源マップの拡充・更新
　　 オ　就労支援シンポジウム開催
　　　　　　期日：令和４年１１月８日、場所：富岡市生涯学習センター、内容：講演会・物品販売等
　　　　　　講演会講師：(有)アップライジング社長　齋藤幸一氏（学識経験者）、参加者数：約６０名

・地域資源マップの拡充・更新

・コロナ禍の影響が残る中でのイベント（セミナー・シンポジウム）開催

・地域の課題について取り組んでいく

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・障害を持っている方の就労を支援する仕組みを検討する

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

種別 種別 種別
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【こども部会】

（１）委員構成

人数 人数 人数
5 児童相談所

4
県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他

計 9

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

（４）今後の課題・取組

・医療的ケア児等支援のための協議の場として、検討・協議継続

・医療的ケア児等支援のための協議の場

(1) 開催回数等
　　 ア　開催頻度・回数：８月、１０月、１２月、２月　計４回　※８月は研修、１２月は協議の場
　　　　　　　　　　　　　　　 （別途打ち合わせ等あり）
　　 イ　会場：構成４市町村役場会議室等
(2) 取組内容等
　　 ア　医療的ケア児等支援のための協議の場について
　　 イ　発達支援マネージャー研修（県発達障害者マネージャー派遣事業）
　　 ウ　各種情報交換・課題検討
　　 エ　圏域事業所（協議会構成員ではない障害児通所支援事業所等）との情報交換会開催
※医療的ケア児等支援のための協議の場

・継続して研修会（県発達障害者マネージャー派遣事業等）を開催

・発達障害（対象者を思春期～）についての理解を深め、支援に繋げていく

・圏域事業所（協議会構成員ではない障害児通所支援事業所等）との情報共有等の連携強化

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・福祉サービス利用等を通して、地域で関わる「こども」たちの課題を把握

・テーマを決めて検討を行い、支援に生かしていく

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

種別 種別 種別
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【地域生活支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
5 児童相談所

4
県（行政職員） 2

2
民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他

計 13

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

（４）今後の課題・取組

(1) 開催回数等
　　 ア　開催頻度・回数：２月　計１回
　　　　　　　　　　　　　　　 （別途打ち合わせ等あり）
　　 イ　会場：構成４市町村役場会議室等
(2) 取組内容等
　　 ア　地域生活支援拠点事業の機能充実に向けた検証及び検討
　　 イ　今後の取組事項検討
　　 ウ　各種情報交換・課題検討

・地域生活支援拠点事業の機能充実に向けた検証及び検討

・機能充実と連携体制の強化のため、拠点事業所等の増加・確保の推進

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・地域生活支援拠点事業の機能充実に向けた検証及び検討

・機能充実と連携体制の強化のため、拠点事業所等の増加・確保の推進

・支援が必要な利用者（ハイリスクケース等）の登録の促進

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

種別 種別 種別
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【精神部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
5 児童相談所

8
県（行政職員） 1

4 民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他

計 18

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

（４）今後の課題・取組

(1) 開催回数等
　　 ア　開催頻度・回数：８月、１１月、２月　計３回　※１１月は研修会（動画配信）
　　　　　　　　　　　　　　　 （別途打ち合わせ等あり）
　　 イ　会場：構成４市町村役場会議室等
(2) 取組内容等
　　 ア　精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムについて（県障害政策課による事業説明
含む）
　　 イ　地域資源マップ等による情報整理について
　　 ウ　各種情報交換・課題検討
　　 エ　研修会開催（動画配信）及びアンケート実施による情報共有
　　　　　　期日：令和４年１１月１日～３０日
　　　　　　内容：精神障害の特性の理解や対応の仕方について（精神保健福祉初任者研修）
※精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム構築に関する協議の場

・精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム構築に関する協議の場として、検討・協議継続

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム構築に関する協議の場

・精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム構築の検討

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

種別 種別 種別
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吾妻地域自立支援協議会の概要

中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町

東吾妻町

平成１９年２月

相談支援事業所へ委託

別紙のとおり

●全体会・定例会・運営会議・専門部会の活動回数及び委員数

回数 委員数 回数 委員数 回数 委員数

1 32 12 29 12 9

回数 委員数

西吾妻地域部会 8 31
精神障害関係部会 1 10
療育部会 - 14
知的障害者当事者部会 1 9
吾妻東部地域部会 2 12
就労部会 3 12
制度部会 - 16
地域生活支援拠点検討部会 1 16
事業所部会 3 23
相談支援部会 3 12

●全体会の取組（テーマ）・活動内容等

【構成団体】

【事務局】

【設置年月】

【運営方法】

【組織図】

全体会 定例会 運営会議

専門部会名
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（１）委員構成
人数 人数 人数
8 児童相談所
1 12
1 県（行政職員） 2
6

民生委員・児童委員
主任児童委員

1 地域住民の代表者

その他

計 32

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第1回 R5.2.21

〈議題〉 1．令和4年度吾妻地域自立支援協議会の活動状況
2．特定課題会議（部会）報告
3．令和4年度吾妻地域自立支援協議会　課題協議結果
4．令和5年度吾妻地域自立支援協議会　検討課題
5．令和5年度吾妻地域自立支援協議会　開催計画
6．吾妻地域自立支援協議会　運営確認事項・組織図

●定例会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数
8 児童相談所
1 9
1 県（行政職員） 2

民生委員・児童委員
主任児童委員

2 地域住民の代表者

その他

計 29

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第1回　 R4.4.19
〈議題〉 協議 基幹相談支援センター等機能強化事業について

令和4年度確認事項
令和3年度実施の理解促進・啓発事業と令和4年度の事業について
各部会構成メンバー見直しについて
報告等

第2回 R4.5.24
〈議題〉 協議 部会報告等

地域生活拠点関係について

高齢者介護の関係機関 保育所

・全体会議にて決定した要検討課題の協議

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・自立支援協議会活動報告

・翌年度の活動方針の策定

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

6障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

1障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター
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事例報告
第3回 R4.6.21
〈議題〉 協議 部会報告等

有期の訓練等給付における利用残り期間の取扱について
自立支援審査会の流れについて
発達障害者地域支援マネジャー派遣事業の利用について

第4回 R4.7.19
〈議題〉 協議 部会報告等

研修会案内
第5回 R4.8.23
〈議題〉 協議 事業所紹介

部会報告等

自立支援協議会・定例会の見学等について
第6回 R4.9.20
〈議題〉 協議 発達障害者地域支援マネジャー派遣事業について

西部部会の構成員について
社会資源の減少について
自立支援協議会・定例会の見学等について
理解促進・啓発事業について
吾妻地域等の介護タクシーについて

第7回 R4.10.18
〈議題〉 協議 部会報告等

身体障害者巡回相談について
全体会講演会講師について
自殺予防対策実務者研修の案内
訪問介護事業について

第8回 R4.11.15
発達障害者地域支援マネジャー派遣事業講演会開催

第9回 R4.12.20
〈議題〉 協議 部会報告等

全体会議について
事業所部会・相談支援部会開催について
地域資源マップについて

第10回 R5.1.24
〈議題〉 協議 部会報告等

全体会議の資料の確認と依頼
発達障害者地域支援マネジャー派遣事業について

第11回 R5.2.14
〈議題〉 協議 全体会議の資料確認

手をつなぐ安心ノートについて
ＧＨ（日中サービス支援型）における協議会への報告・評価について

第12回 R5.3.14
〈議題〉 協議 部会報告等

ＧＨ（日中サービス支援型）実施状況報告と評価について
指定特定相談支援事業者等指導に係る説明会について
発達障害者地域支援マネジャー派遣事業について

●運営会議の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数
7 児童相談所

2
県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

ひがしあがつま地域活動支援センター指定管理、虐待防止マニュアル更新について
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地域住民の代表者

その他

計 9

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第1回 R4.4.5
第2回 R4.5.10
第3回 R4.6.7
第4回 R4.7.5
第5回 R4.8.2
第6回 R4.9.6
第7回 R4.10.4
第8回 R4.11.1
第9回 R4.12.6
第10回 R5.1.10
第11回 R5.2.1
第12回 R5.3.2
〈議題〉 協議 自立支援協議会（定例会議）の議題について

●専門部会等の取組（テーマ）・活動内容等

【西吾妻地域部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
4 児童相談所

8
県（行政職員）

2
2 民生委員・児童委員

主任児童委員
地域住民の代表者

1 その他 6

計 31

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第1回 R4.4.26
〈議題〉 協議 委託相談支援事業について

西吾妻地域の動き
西吾妻地域部会構成員について
西部相談支援センターについて

第2回 R4.5.31
〈議題〉 協議 西吾妻地域の動き

西吾妻地域部会構成員の見直しについて
第3回 R4.6.28
〈議題〉 協議 顔の見える協議会

西吾妻地域の動き
西吾妻地域部会構成員の見直しについて

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・西吾妻地域（長野原町、嬬恋村、草津町、中之条六合地区）の障害福祉拡充について

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

高齢者介護の関係機関 保育所

・自立支援協議会（定例会議）の協議事項の確認

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

8障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

民間企業 保健所・保健センター
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第4回 R4.7.26
〈議題〉 協議 西吾妻地域部会構成員の見直しについて

視察研修について
第5回 R4.8.30

報告事項
西吾妻地域部会構成員の見直しについて
災害時の対応等について

第6回 R4.9.27
〈議題〉 協議 顔の見える協議会

委託相談支援事業について
報告事項
新型コロナウイルス感染症の対応について

第7回 R4.10.25
〈議題〉 協議 報告事項

西部相談支援センターの所在地について
第8回 R4.11.22
〈議題〉 協議 生活困窮者自立支援事業について

西部相談支援センターの所在地について
第9回 R4.12.20
〈議題〉 協議 報告事項

研修視察について
第10回 R5.1.31
〈議題〉 協議 研修視察について
第11回 R5.2.28
〈議題〉 協議 発達障害者地域支援マネジャー派遣事業について

令和4年度事業計画について
第12回 R5.3.28

発達障害者地域支援マネジャー派遣事業開催

（４）今後の課題・取組

【精神障害関係部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
2 児童相談所

県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員

8 地域住民の代表者

その他

計 10

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第1回 R5.2.28
〈議題〉 協議 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業について

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・精神障害者支援に関する協議

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター
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（４）今後の課題・取組

【療育部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
2 児童相談所

県（行政職員） 2
1

民生委員・児童委員
2 主任児童委員

6 地域住民の代表者

1 その他

計 14

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から開催中止

（４）今後の課題・取組

【知的障害者当事者部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
2 児童相談所

1
県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他

計 9

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第1回 R4.11.22
〈議題〉 協議 当事者部会の活動について

（４）今後の課題・取組

種別
相談支援事業者
障害者就業・生活支援センター

発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体
医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・知的障害者（手をつなぐ育成会）が集まり、活動状況や障害福祉の動きについて

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

6障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

情報共有を行う。

保健所・保健センター

・療育相談体制についての協議

種別 種別

障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

市町村（行政職員）

身体・知的障害者相談員

高齢者介護の関係機関 保育所
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【吾妻東部地域部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
2 児童相談所
1 4

県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他

計 12

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第1回 R4.11.22
〈議題〉 協議 吾妻東部地域部会について

今年度の活動について
情報交換

第2回 R5.3.14
〈議題〉 協議 グループホーム見学

（４）今後の課題・取組

【就労部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
3 児童相談所
2 2

県（行政職員）
1

民生委員・児童委員
3 1 主任児童委員

地域住民の代表者

その他

計 12

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第1回 R4.4.26
〈議題〉 協議 各関係機関より情報提供

高齢者介護の関係機関 保育所

・障害者の就労状況確認・報告

種別 種別 種別

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

5障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・東吾妻地域（中之条町、東吾妻町、高山村）の障害福祉拡充について

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター
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部会のメンバーや内容の在り方について話し合う
事例報告
就労アセスメントについて

第2回 R4.7.26
〈議題〉 協議 各関係機関より情報提供

事例報告
第3回 R4.10.25
〈議題〉 協議 各関係機関より情報提供

事例報告
最低賃金引き上げについて
障害者権利条約についての国連の勧告

第4回 R5.2.28
〈議題〉 協議 各関係機関より情報提供

障害者雇用率の引き上げについて
事例報告

（４）今後の課題・取組

【制度部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
7 児童相談所

9
県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他

計 16

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
未開催

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・障害福祉に関する要綱・規則の策定

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター
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【地域生活支援拠点検討部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
7 児童相談所

9
県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他

計 16

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第1回 R5.2.14
〈議題〉 協議 運用に向けての検討課題について

（４）今後の課題・取組

【事業所部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
5 児童相談所

県（行政職員）
12

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

1 その他 5

計 23

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第1回 R4.8.19
〈議題〉 協議 本部会の位置づけについて

虐待防止・権利擁護研修について
事例報告
今後の部会の進め方
意見交換

第2回 R5.1.20
〈議題〉 協議 各事業所より報告

サービス等利用計画の流れと担当者会議について
サービスの種類や支給量の変更について
意見交換

高齢者介護の関係機関 保育所

・地域生活支援拠点整備に向けた協議

・緊急時対応協力員の募集及び協力事業所の登録に向けイメージフローを協議し運用に向け

進める。

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・特に定めていない

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター
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第3回 R5.2.21
令和4年度障害者理解促進研修・啓発事業　講演会

（４）今後の課題・取組

【相談支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
12 児童相談所

県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他

計 12

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第1回 R4.8.5
〈議題〉 協議 情報提供

ミニ研修・ミニ講座
今後の部会の進め方
意見交換

第2回 R4.10.7
〈議題〉 協議 情報提供

ミニ講座
意見交換

第3回 R4.12.9
〈議題〉 協議 情報提供

意見交換

（４）今後の課題・取組

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・特に定めていない

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

種別 種別 種別
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利根沼田自立支援協議会の概要

沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町

沼田市

平成１９年４月

直営

◇ ５市町村共同設置
 ・人口規模が小さく、単独設置では自立支援
   協議会の機能が活かせない。
 ・利根沼田地域は、文化圏、生活圏が一緒。

◇ 事務局
 ・５市町村で持ち回り（記録も持ち回り）
 ・任期－１年

 ・事務局長－障害福祉担当課長

●全体会・定例会・運営会議・専門部会の活動回数及び委員数

回数 委員数 回数 委員数 回数 委員数

- - 10 24 10 5

回数 委員数

地域生活支援拠点づくりWG 0 12
製品開発WG 0 11
就労支援WG 0 15
相談支援部会 0 13
ｻｰﾋﾞｽ管理責任者部会 1 13
児童発達支援部会 1 14

●定例会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数

1 児童相談所
1 6
1 県（行政職員） 2
10
2 民生委員・児童委員
2 主任児童委員

地域住民の代表者

その他

計 25

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

定例会 運営会議

専門部会名

【構成団体】

【事務局】

【設置年月】

【運営方法】

【組織図】

全体会

・毎月開催（原則第２木曜日午前）
・主担当－沼田市 副担当－片品村

利根沼田障害者相談支援センター
（基幹相談支援センター）
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（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第１回 R4.4.21

協議事項

第２回 R4.5.19
協議事項

第３回 R4.6.16
協議事項

第４回 R4.7.21 ※オンライン開催
協議事項

第５回 R4.9.15 ※オンライン開催
協議事項

第６回 R4.10.20
協議事項

第７回 R4.11.17 ※オンライン開催
協議事項

第８回 R4.12.15 ※オンライン開催
協議事項

第９回 R5.1.19 ※オンライン開催
協議事項

第１０回 R5.3.20
協議事項

●運営会議の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数

児童相談所
2 3

県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他

計 5

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

・

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

・特に定めていない

・
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（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第１回 R4.4.14

協議事項 協議会委員・特定課題会議委員名簿の確認について
定例会の協議事項について

第２回 R4.5.12
協議事項 定例会の協議事項について

第３回 R4.6.9
協議事項 定例会の協議事項について

第４回 R4.7.13
協議事項 定例会の協議事項について・発達障害者支援マネジャー派遣事業について　

第５回 R4.9.8
協議事項 定例会の協議事項について・県相談支援スーパーバイザー派遣事業について

第６回 R4.10.13
協議事項 定例会の協議事項について　・発達障害者支援マネジャー派遣事業について

県相談支援スーパーバイザー派遣事業について
第７回 R4.11.10

協議事項 定例会の協議事項について
第８回 R4.12.8

協議事項 定例会の協議事項について・県相談支援スーパーバイザー派遣事業について
第９回 R5.1.12

協議事項 定例会の協議事項について
第１０回 R5.3.9

協議事項 定例会の協議事項について

●専門部会等の取組（テーマ）・活動内容等

【相談支援WG】
（１）委員構成

人数 人数 人数
児童相談所

県（行政職員）
13

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他

計 13

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

（４）今後の課題・取組

・

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・送迎、乗り合い＝住んでいる地域によって福祉サービスの格差が生じない方策について

・引き続き検討する

・

・

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

・

・

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

・特に定めていない

・

・利根沼田地域内の通所事業所の送迎サービスの利用について、各事業所の状況確認
・通所事業所の送迎サービスについて、相互乗り入れが可能かどうか問題点について議論
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●専門部会等の取組（テーマ）・活動内容等

【児童発達支援WG】
（１）委員構成

人数 人数 人数
児童相談所

県（行政職員）
14

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他

計 14

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

（４）今後の課題・取組

発達障害者支援センター

教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）

保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・児童発達支援事業の新規申込について

・放課後等デイサービスの事業所運営上の問題点について

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者

・

・令和５年度の放課後等デイサービスの申込について（調整と運用）
・
・

・

・今後も引き続き検討し、より良い形を模索する。

・

民間企業
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桐生市地域自立支援協議会の概要

桐生市

桐生市

平成18年4月

直営

下図のとおり

●全体会・定例会・運営会議・専門部会の活動回数及び委員数

回数 委員数 回数 委員数 回数 委員数

1 25 12 26 12 7

回数 委員数

相談支援ワーキンググループ 12 22
就労支援支援部会 12 32
こども部会 10 24
こども療育支援部会 3 12
手話部会 2 7
地域支援部会 6 17

【構成団体】

【事務局】

【設置年月】

【運営方法】

【組織図】

全体会 定例会 運営会議

専門部会名

個別支援会議

相談支援事業者

地域課題

事務局会議 （定例会前に随時開催）

障害者基幹型相談室

定例会（毎月開催）

委員構成：各関係機関の実務者

福祉課

全体会（年２回程度）
協議会委員

委員構成：医療機関、労働関係
機関、教育関係機関、障害者団
体、障害福祉サービス事業所、
相談支援事業所、行政の代表

桐生市地域自立支援協議会のイメージ
（設置根拠：障害者総合支援法第89条の3）

専門部会
必要に応じて設置

・相談支援ワーキンググループ

・地域支援部会

・就労支援部会（みどり市と合

同）

・こども部会

・手話部会

・こども療育支援部会
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●全体会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数

児童相談所
3

県（行政職員）
7
1 民生委員・児童委員
3 1 主任児童委員

1 地域住民の代表者

その他（基幹型職員） 4

計 25

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第１回 R5.3.13 （書面開催）

・令和4年度桐生市地域自立支援協議会活動報告について
・令和4年度障害者基幹型相談室の実績報告について
・令和5年度桐生市地域自立支援協議会事業計画について
・精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築における協議の場について
・桐生市障害者計画及び桐生市第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画の策定に
　ついて
・桐生市重層的支援体制整備事業について

●定例会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数

8 児童相談所
1 3

県（行政職員）
4

民生委員・児童委員
3 1 主任児童委員

2 地域住民の代表者

その他（基幹型職員） 4

計 26

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第１回 R4.4.12
第２回 R4.5.10
第３回 R4.6.10
第４回 R4.7.11
第５回 R4.8.9
第６回 R4.9.13
第７回 R4.10.11
第８回 R4.11.8
第９回 R4.12.13

第１０回 R5.1.10
第１１回 R5.2.14
第１２回 R5.3.14

障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

5障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関

種別 種別 種別
相談支援事業者

・定例会等で出された提案等を協議し、全体会で意思確認をし、取り組み成果として提案をする。

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・地域課題の検討、情報の共有、全体会への提案事項の取りまとめをする。

　
各専門部会の内容報告及び障がい者就業・生活支援センター「さんわ」から
就職者等の報告、基幹型相談室の相談報告から関係機関による情報の共
有と課題の検討、事例検討を実施
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●運営会議の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数

児童相談所
3

県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他（基幹型職員） 4

計 7

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
事務局会議

・相談報告、専門部会報告等で出された地域課題を整理し、定例会の協議事項を調整

●専門部会等の取組（テーマ）・活動内容等

【相談支援ワーキンググループ】
（１）委員構成

人数 人数 人数
14 児童相談所

1
県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他（基幹型職員） 7

計 22

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第１回 R4.4.15

第2回 R4.5.22

第3回 R4.6.17

第4回 R4.7.15

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

高齢者介護の関係機関 保育所

・特に定めていない

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・スキルアップの研修、グループスーパービジョン（GSV）の実施、社会資源マップの修正

・自己紹介、各相談支援事業所の現状について報告
・令和4年度の取り組みについて
・日常生活自立支援事業についての説明（桐生市社協）
・障害福祉サービス利用開始までの流れについて
・情報交換（新規事業所について）
・児童発達支援事業所の利用の仕方について
・障害福祉サービス報酬加算について
・情報交換（グループホームの質の問題、緊急対応について）

※桐生市・みどり市の相談支援体制強化のための取り組みとして、まず両
市の相談支援専門員の集まる会議に相手側の市の基幹が参加する取り組
み開始。
・障害福祉サービス報酬加算について
・社会資源マップについて
・情報交換（利用者がコロナ感染した場合について、研修の案内）
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第5回 R4.8.19

第6回 R4.9.16

第7回 R4.10.21

第8回 R4.11.18

第9回 R4.12.16

第10回 R5.1.20

第11回 R5.2.17
第12回 R5.3.17 ・グループスーパービジョンの実施

（４）今後の課題・取組

・みどり市の相談支援専門員と共同で研修の開催

・相談援助技術（5分ほどでケースについて概要を伝える演習と3人一組で
聞き取りを行ったうえで内容を他者に伝える演習）

・加算について
・令和5年度の取り組みについて
・虐待防止についての研修

・成年後見制度についての研修（ぱあとなあ群馬）
・児童発達支援事業所と保育園等との同日併用利用について
・特別支援学校卒業生の進路について
・移動支援事業所について

・卒業生について（令和4年度から卒業生の区分を誕生月で更新とする）
・セルフプランについて
・新規利用者の受け入れ状況について
・モニタリングについて
・ミニ講座～サービス等利用計画案の書き方について～
・情報交換（新規事業所について）
・週間計画表の書き方について
・情報交換（新規事業所についてなど）
・地域課題について（移動支援、緊急対応、グループホームの質の問題）

・相談支援専門員不足解消について

・スキルアップのための研修
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【就労支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
11 児童相談所
1 2

県（行政職員） 2
12

民生委員・児童委員
2 1 主任児童委員

地域住民の代表者

その他（基幹型職員） 1

計 32

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第1回 R4.4.28

第2回 R4.5.25

第3回 R4.6.23

第4回 R4.7.27

第5回 R4.8.24

第6回 R4.9.28

第7回 R4.10.26

第8回 R4.11.16

第9回 R4.12.21

第10回 R5.1.25

第１１回 R5.2.22

第12回 R5.3.22

（４）今後の課題・取組

保育所

・企業見学・学校見学実施方法について
・情報交換（令和４年度障害者委託訓練事業について）
・情報交換（令和3年度の卒業生の就労先等、事業所からの就労状況につ
いて報告）
・事業所見学（就労支援事業所　ネンテル）

・情報交換（就労アセスメントについて）

【オンライン開催】
・情報交換（障害者雇用をしている事業者から話を伺う）
　社会福祉法人　桐生市社会福祉協議会　桐生みやま園　茂木庶務係長
・医師の視点から見た就労支援のあり方
　一般社団法人　なちゅらるふぁーむSUN　岡田理事
・あさひ特別支援学校　学校見学会

・発達障害のある方の就労支援の関わり方
　発達障害者地域支援マネージャー　神尾様
・情報交換（就労支援事業所の工賃アップ・事業所の増所を考える）

・事例検討（事例提供　障害者就業・生活支援センター　さんわ）

【オンライン開催】
・事業所見学（就労移行支援事業所　サンワークス）

 ・障害者及び保護者等向け障害者雇用促進のための企業見学会の実施

 ・障害者雇用をしている事業所から就労の状況について報告を受け、新たな事業所の開拓につなげる

・令和4年度の協議内容の振り返りと令和5年度の協議事項について

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体

・障害者雇用促進見学会の実施及び就労移行支援事業所の見学

・就労支援にかかわる支援者としての知識・理解の向上

身体・知的障害者相談員

保健所・保健センター

学識経験者
教育関係機関

高齢者介護の関係機関

医療機関

・部会メンバーによる事例検討、事例紹介

・就労支援事業所の見学を行い、就労支援についての理解を深める

公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業
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【子ども部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
3 児童入所施設 2

3
県（行政職員）

11
1 民生委員・児童委員
3 主任児童委員

地域住民の代表者

その他（基幹型職員） 1

計 24

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第１回 R4.5.13

第２回 R4.6.17

第３回 R4.7.15

第４回 R4.9.16

第５回 R4.10.14

第６回 R4.11.11

第７回 R4.12.16

第８回 R5.1.13

第９回 R5.2.17

第１０回 R5.3.17

（４）今後の課題・取組

・児童通所に関する検討事項の確認
・令和5年度の通所事業所の空き状況確認

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

・保護者支援について
・きりっこサポートファイルについて
・送迎時の引き渡しについて

・メンバー紹介
・令和4年度の取り組みについて
・学校との連携について
・きりっこサポートファイルについて
・保育園と児童発達支援事業所の併用について

・令和5年度の取り組みについて
・桐生市の地域課題について

・ペアレントトレーニングについて①
講師：桐生市役所子育て相談課篠原保育士
・令和4年度のまとめ
・医療的ケア児情報交換会について
・ガイドブックについて

・ペアレントトレーニングについて②
講師：桐生市役所子育て相談課篠原保育士

・発達障害者地域支援マネジャー派遣事業研修会
「こどもの気になる言動のとらえ方とかかわりについて」
講師：NPO法人リンケージ石川京子氏

・事例検討（強度行動障害のある利用者の支援について）

種別 種別 種別

・子どもの支援に活用できる勉強会や事例検討

・きりっこサポートファイルについて（年金申請の様式に当てはめたものなど）

・短期入所の受け入れや医療的ケア児の支援などの地域課題の抽出及び意見交換

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・サポートファイルの検討、こどもの支援に活用できる内容の勉強会

・医療的ケア児を支援する関係機関の情報交換会の開催予定

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）
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【子ども療育支援部会】

（１）委員構成

人数 人数 人数

1 障害者施設関係 1

5

県（行政職員）

2 民生委員・児童委員
3 主任児童委員

地域住民の代表者

その他

計 12

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第１回 R4.8.30

第２回 R5.1.11

第３回 R5.3.20

（４）今後の課題・取組

・相談事業一覧表の更新・修正、周知

・療育支援・養育支援の必要な児童に関する調整会議

高齢者介護の関係機関 保育関係機関

・発達に支援が必要な児童及び家族に対して、地域の社会資源等を活用した対応方針や支援
内容を協議し、早期及び継続的に適正な療育に結び付ける。

・桐生市発達相談支援体制一覧表について
・発達に課題のある就学時健康診断対象児童の支援について（事例検討7
ケース・情報共有）

・発達に課題のある学齢期の児童の支援について（事例検討11ケース・情
報共有）

・発達に課題のある児童の支援について（事例検討5ケース・情報共有）
・桐生市発達相談支援体制一覧表について

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

種別 種別 種別

相談支援事業者
障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）

発達障害者支援センター
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【手話部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
児童入所施設

1
県（行政職員）

1
民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他（手話通訳者等） 4

計 7

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

（４）今後の課題・取組

【地域支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
7 児童入所施設

1
県（行政職員）

6
民生委員・児童委員

2 主任児童委員
地域住民の代表者

その他（基幹型職員） 1

計 17

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第1回 R4.4.26
第2回 R4.6.28

第3回 R4.8.30

第4回 R4.10.25
第5回 R4.12.20

第6回 R5.3.14

（４）今後の課題・取組

・年2回のサービス管理責任者等連絡会の開催

第１回 R4.9.17
・手話体験教室について（市内17校中5校実施済み。8校実施予定）
・手話講習会について
・令和5年度実施計画について

・「手話施策推進方針」に基づく事業について、継続的に検討していく

・「手話施策推進方針」に基づく令和4年度実施計画の各事業について検討

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

第２回 R5.3.22

・令和4年度実施報告について
・令和5年度実施計画について
・手話講習会について
・手話通訳者養成講座選考会合格のためのステップアップ講座について

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

・地域生活支援拠点について検討する

高齢者介護の関係機関 保育所

・地域生活支援拠点の検討と、年2回のサービス管理責任者等連絡会の開催

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

　 ・地域に応じた取り組みについての勉強会

・令和4年度の取り組みについて
・地域生活支援拠点について　～事例から考える緊急時の対応～
・地域生活支援拠点について　～「緊急事態が起きてからどうするか」と「緊
急事態が起きる前にどうしておくか」～
・地域生活支援拠点について
・令和5年度の取り組みについて
・地域生活支援拠点について
・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムについて
・令和5年度の取り組みについて

教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

1障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
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みどり市障がい者地域支援協議会の概要

みどり市

みどり市

平成19年4月

直営

下図のとおり

●全体会・定例会・運営会議・専門部会の活動回数及び委員数

回数 委員数 回数 委員数 回数 委員数

3 13 0 0 12 10

回数 委員数

・こども支援部会(ワーキンググループを含む) 13 9
・就労支援部会（桐生市と合同で開催） 12 30
・地域づくり部会 12 11

定例会 運営会議

専門部会名

【構成団体】

【事務局】

【設置年月】

【運営方法】

【組織図】

全体会

全体会
・令和3年6月に組織改編を行い、全体会を設置
・定例会は廃止とした。
・年2～4回で開催（計画策定年等は回数を増やす）
・構成員（13名）：医師会、相談支援事業所、障がい者団体、特
別支援学校、障害福祉事業所、民生委員児童委員、社会福祉
協議会、学識経験者、基幹相談支援センター等
・オブザーバーとして県心身障害者福祉センター職員
・事務局（市職員）

こども支援部会
・年12回開催
・構成員（約10名）：相談支援事業
所、特別支援学校、障害福祉事業
所、市関係職員ほか

就労支援部会
・年12回開催
・構成員（約30名）：相談支援事
業所、特別支援学校、障害福
祉事業所（主に就労系）、ハ
ローワーク、障害者就労･生活
支援センター、市関係職員ほか
・桐生市と合同開催。

地域づくり部会
・年 12 回開催
・構成員（約10名）：相談支援
事業所、障害福祉事業所、市
関係職員ほか

事務局会議（運営会議）
・年12回開催。
・月の上旬に開催し、全体会の開
催やテーマなどについて協議する。
・構成員（約10名）：相談支援事業
所、市関係職員
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●定例会（全体会）の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数

2 児童相談所
1

県（行政職員）

1 1 民生委員・児童委員 2
2 主任児童委員

地域住民の代表者
その他 1

※構成員の任期は3年であるが、異動や退職等により構成変更あり 計 13

　事務局として、障がい者基幹相談支援センター職員1名、市職員2名

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
全体会
第1回 R4.4.21 11 名参加

＜議題＞ 報告 ・相談支援事業関係報告、部会報告、虐待防止センター関係報告、
　事業所関係報告など

協議 ・みどり市障がい者計画2022について
　「みどり市障がい者基幹相談支援センター」について
　地域生活支援拠点等の整備について

第2回 R4.10.13 9 名参加
＜議題＞ 報告 ・相談支援事業関係報告、部会報告、虐待防止センター関係報告、

　事業所関係報告など
協議 ・みどり市の障がい福祉の状況について

・地域生活支援拠点等の整備について

第3回 R5.3.16 11 名参加
＜議題＞ 報告 ・相談支援事業関係報告、部会報告、虐待防止センター関係報告、

　事業所関係報告など
協議 ・地域生活支援拠点等の整備について

・地域生活支援拠点等の整備

・第6期みどり市障害福祉計画・第2期みどり市障害児福祉計画について

・重層的支援体制整備、精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム、
　医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場について

・第7期みどり市障害福祉計画・第3期みどり市障害児福祉計画について

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

※上記委員の他に、アドバイザーとして県心身障害者福祉センターより1名、

・みどり市障がい者計画

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

3障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

種別 種別 種別
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●運営会議の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数

9 児童相談所
1

県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者
その他

計 10

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

・原則毎月第2月曜日に開催。
　 ・委託相談支援事業所と障害福祉係職員で報告や協議を行う。

第１回 R4.4.12 6 名参加
＜議題＞ 報告 ・職員の異動について

・各相談支援事業所からの報告
協議 ・みどり市障がい者地域支援協議会（4月）について

・地域生活支援拠点の整備について

第２回 R4.5.9 7 名参加
＜議題＞ 報告 ・各相談支援事業所からの報告

・基幹相談支援センター報告
・みどり市障がい者地域支援協議会（4月21日開催）について報告

協議 ・みどり市障がい者基幹相談支援センターの業務委託について

第３回 R4.6.13 9 名参加
＜議題＞ 報告 ・各相談支援事業所からの報告

・基幹相談支援センター報告
協議 ・複数事業所の協働による機能強化型加算について

第４回 R4.7.11 9 名参加
＜議題＞ 報告 ・各相談支援事業所からの報告

・基幹相談支援センター報告
協議 ・相談支援体制の強化について

・地域生活支援拠点について
・サービス等利用計画の記載方法について

第５回 R4.8.8 9 名参加
＜議題＞ 報告 ・各相談支援事業所からの報告

・基幹相談支援センター報告
協議 ・福祉医療改定の説明（市民課）

・相談支援体制の強化について
・地域生活支援拠点について
・サービス等利用計画の記載方法について

　対応策を検討。

・また、全体会の開催や協議内容、ワーキンググループや勉強会のテーマを協議している。

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

   ・地域生活支援拠点等の整備について

・個別相談ケースの報告から、対応を検討するとともに、地域課題の共有や整理を行い、必要な

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

種別 種別 種別
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第６回 R4.9.12 7 名参加
＜議題＞ 報告 ・各相談支援事業所からの報告

・基幹相談支援センター報告
協議 ・相談支援体制の強化について

・地域生活支援拠点について
・障害福祉計画の評価について
・サービス等利用計画の記載方法について

第７回 R4.10.11 7 名参加
＜議題＞ 報告 ・各相談支援事業所からの報告

・基幹相談支援センター報告
・地域支援協議会全体会の報告事項について

協議 ・相談支援体制の強化について
・地域生活支援拠点について

第８回 R4.11.7 9 名参加
＜議題＞ 報告 ・各相談支援事業所からの報告

・基幹相談支援センター報告
協議 ・相談支援体制の強化について

・地域生活支援拠点について

第９回 R4.12.12 8 名参加
＜議題＞ 報告 ・各相談支援事業所からの報告

・基幹相談支援センター報告
協議 ・相談支援体制の強化について

・地域生活支援拠点について

第10回 R5.1.10 9 名参加
＜議題＞ 報告 ・各相談支援事業所からの報告

・基幹相談支援センター報告
協議 ・相談支援体制の強化について

・地域生活支援拠点について

第11回 R5.2.13 9 名参加
＜議題＞ 報告 ・各相談支援事業所からの報告

・基幹相談支援センター報告
協議 ・相談支援体制の強化について

・地域生活支援拠点について

第12回 R5.3.13 7 名参加
＜議題＞ 報告 ・各相談支援事業所からの報告

・基幹相談支援センター報告
協議 ・相談支援体制の強化について

・地域生活支援拠点について
・みどり市障がい者地域支援協議会について
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●専門部会等の取組（テーマ）・活動内容等

【こども支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
3 児童相談所

2
県（行政職員）

民生委員・児童委員
3 主任児童委員

1 地域住民の代表者
その他

計 9

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
・原則毎月開催。

 の情報交換会を開催

第１回 R4.4.25
＜議題＞ 報告 ケース報告・情報交換

協議 令和4年度こども支援部会の計画
令和4年度つみきの会（早期療育事業）について

第２回 R4.5.13
＜議題＞ 報告 ケース報告・情報交換

協議 5歳児就学前相談会（みどりっこ相談会）について
児童発達支援事業所・放課後等デイサービスの情報交換会について

第３回 R4.6.20
＜議題＞ 報告 ケース報告・情報交換

協議 児童発達支援事業所・放課後等デイサービスの情報交換会について
サポートファイルについて

第４回 R4.6.27 児童発達支援事業所・放課後等デイサービスの情報交換会の開催
情報交換と課題の共有について

第５回 R4.7.12
＜議題＞ 報告 ケース報告・情報交換

協議 児童発達支援事業所・放課後等デイサービスの情報交換会について

第６回 R4.8.25
＜議題＞ 報告 ケース報告・情報交換

協議 みどりっこ相談会について
児童発達支援と保育園の併用利用について

第７回 R4.9.13
＜議題＞ 報告 ケース報告・情報交換

協議 みどりっこ相談会について
児童発達支援と保育園の併用利用について

・気になる児のつながる支援　

・児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所との顔の見える関係づくり

・医療的ケア児協議の場（ワーキンググループ）、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス

教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

発達障害者支援センター
障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
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第８回 R4.10.12
＜議題＞ 報告 ケース報告の方法について

協議 みどりっこ相談会について
医療的ケア児協議の場について

第９回 R4.11.9
＜議題＞ 報告 ケース報告・情報交換

協議 みどりっこ相談会について
医療的ケア児協議の場について

第10回 R5.1.23 発達障害者地域支援マネージャー派遣事業の開催
発達障害児支援に関する関係者研修会

第11回 R5.1.30
＜議題＞ 報告 ケース報告・情報交換

協議 発達障害者地域支援マネージャー派遣事業について
みどりっこ相談会について
不登校児・引きこもり児の把握
医療的ケア児協議の場について

第12回 R5.2.27 医療的ケア児協議の場の開催
情報交換、支援状況や課題について共有

第13回 R5.3.17
＜議題＞ 報告 ケース報告・情報交換

協議 医療的ケア児協議の場について
令和5年度の方針について

（４）今後の課題・取組
・ケース報告、情報交換の方法について見直す

・現場の支援者の参加がないため、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスを構成員に加える。
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【就労支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
9 児童相談所
2 2

県（行政職員） 2
9

民生委員・児童委員
2 1 主任児童委員

地域住民の代表者
その他 3

計 30

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

 　・原則毎月開催。
・雇用促進見学会や特例子会社見学会の実施。
・就労アセスメントや暫定支給決定など、複雑な制度に関して共通認識を図る。
・障害者の就労問題について広く、協議している。

第１回 R4.4.27
＜議題＞ 内容 自己紹介

情報提供「障害者委託訓練事業」
年間計画について（企業見学・学校見学実施方法について）

第２回 R4.5.25
＜議題＞ 内容

その他出席者からの情報周知等

第３回 R4.6.22
＜議題＞ 内容 事業所見学（ネンテル）

第４回 R4.7.27
＜議題＞ 内容 情報交換「事業所見学の感想」

その他出席者からの情報周知等

第５回 R4.8.24
＜議題＞ 内容 情報交換「障害者雇用をしている事業者からの話」

第６回 R4.9.28
＜議題＞ 内容 講話「 医師の視点からみた就労支援のあり方　」

一般社団法人　なちゅらるふぁーむSUN　岡田理事

第７回 R4.10.26
＜議題＞ 内容 施設（学校）見学（群馬県立あさひ特別支援学校）

第８回 R4.11.16
＜議題＞ 内容 講話「発達障害のある方への就労支援の関わり方」 

講師　発達障害者地域支援マネージャー　神尾　様

情報提供「昨年度の卒業生の就労先等、事業所からの就労状況について報告」

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・就労の促進及び継続を支援するためのネットワークづくり

・その他は都度、協議事項を決めている。

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター
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第９回 R4.12.21
＜議題＞ 内容 情報交換「就労支援事業所の工賃アップ・事業所の増所を考える」

第１０回 R5.1.25
＜議題＞ 内容 事例検討「事例提供　障害者就業・生活支援センターさんわより」 

第１１回 R5.2.22
＜議題＞ 内容

その他出席者からの情報周知等

第１２回 R5.3.22
＜議題＞ 内容

その他出席者からの情報周知等

（４）今後の課題・取組

事業所見学（（一社）なちゅらるふぁーむSUN　就労移行支援事業所SUN-Works）

情報交換「今年度の協議内容の振り返りと来年度の協議事項について」

・事例検討の実施（困りごとの共有・困難ケースだけでなく、好事例を共有）

・企業見学会の継続
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【地域づくり部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
5 児童相談所

1
県（行政職員）

4 1
民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者
その他

計 11

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

 　・原則毎月開催（平成28年9月から開催）。
・障害者スポーツ、料理交流会、発達障害サポーター、資源マップなどに関して、それぞれの
　実現に向け具体的な検討をすすめている。

第１回 R4.4.21
＜議題＞ 協議 今後の部会運営について

第２回 R4.5.19
＜議題＞ 協議 街中作品展について

第３回 R4.6.23
＜議題＞ 協議 街中作品展について

第４回 R4.7.28
＜議題＞ 協議 街中作品展について

第5回 R4.8.25
＜議題＞ 協議 街中作品展について

第6回 R4.9.22
＜議題＞ 協議 街中作品展について

第7回 R4.10.27
＜議題＞ 協議 街中作品展について

第8回 R4.11.24
＜議題＞ 協議 開催中の作品展について

気づいた点や反省点の共有

第9回 R4.12.22
＜議題＞ 協議 作品展についての反省点

来年度に向けて

第10回 R5.1.26
＜議題＞ 協議 来年度の作品展について

来年度の部会スケジュールについて

・その他は都度、協議事項を決めている。

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・障がい者と市民の交流をとおして、「障がい」に対する啓発を図る。

・障害者スポーツ、料理交流会、発達障害サポーター、資源マップなど、幅広く取り組んでいる。

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

種別 種別 種別
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第11回 R5.2.16
＜議題＞ 協議 物品販売について

第12回 R5.3.9
＜議題＞ 協議 物品販売についての意見交換会

（４）今後の課題・取組
・コロナ禍における障がい者の地域推進活動の実施

・地域での障がい者の作品、物品販売の周知活動

・障がい者スポーツ（ボッチャ）の周知活動
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太田市障がい者支援協議会の概要

太田市

太田市障がい福祉課

平成19年3月

その他

下記のとおり

●全体会・定例会・運営会議・専門部会の活動回数及び委員数

回数 委員数 回数 委員数 回数 委員数

2 36 3 19 0 0

回数 委員数

こども部会 2 16
生活支援部会 3 23
就労支援部会 1 42
相談支援部会 3 19

【構成団体】

【事務局】

【設置年月】

【運営方法】

【組織図】

全体会 定例会 運営会議

専門部会名
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●全体会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数

児童相談所 1

2
県（行政職員） 1

16
民生委員・児童委員 1

2 1 主任児童委員
1 地域住民の代表者

2 その他

計 36

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第1回　 R4.5.19

〈議題〉 報告 ・令和3年度太田市障がい者相談支援センターの事業実績について
協議 ・令和4年度太田市障がい者支援協議会の運営計画について

・令和4年度太田市障がい者支援センター活動方針について

第2回 R5.3.17
報告 ・太田市障がい者相談支援センター活動報告について

・令和5年度太田市障がい者支援協議会運営計画について

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

9障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

種別 種別 種別

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・地域生活支援拠点事業の取り組み継続と強化

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）
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●定例会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数

児童相談所 1

県（行政職員） 1
15

民生委員・児童委員
1 主任児童委員

1 地域住民の代表者

その他

計 19

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第1回 R4.6.16

〈議題〉 協議 ・令和3年度太田市障がい者相談支援センターの事業実績について
・令和4年度太田市障がい者支援協議会の運営計画について
・令和4年度太田市障がい者相談支援センター活動について

その他 ・発達障害者支援センターのご案内

第2回 R4.10.14
〈議題〉 協議 ・太田市障がい者相談支援センター活動中間報告について

・各部会中間報告について
　　（こども部会・就労支援部会・生活支援部会・相談支援部会）

その他 ・地域生活支援拠点事業の現状
・計画相談支援促進事業について

第3回 R5.2.17
協議 ・太田市障がい者相談支援センター活動報告について

・各部会報告について
　　（こども部会・就労支援部会・生活支援部会・相談支援部会）

その他 ・障害福祉サービス使い始めに利用者が困っている現状把握　
　　 　意見交換会　第1回会議の報告について

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・地域生活支援拠点事業の取り組み継続と強化

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）
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●専門部会等の取組（テーマ）・活動内容等

【こども部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
児童相談所 1

4
1 県（行政職員） 1
3

民生委員・児童委員
2 主任児童委員

1 地域住民の代表者

3 その他

計 16

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第1回 R4.9.20 （役員会）

〈議題〉 ・サポートファイル利用の啓発
・保護者向け福祉講演会開催予定

第2回 R5.1.18 　（Ｚｏｏｍ開催）
〈講演会〉 ・「発達のでこぼこがあるお子さんとのかかわり方について

　　～サポートファイルを有効活用しよう～」
　講師：柳川悦子氏（医療法人柳川小児科医院副医院長）

（４）今後の課題・取組

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・サポートファイルの活用及び普及

・切れ目のないサポート体制の強化

・講演会参加者を増やし、参加者同士のつながる場を設けたい。

・サポートファイル利用啓発を継続しながら、部会に幼稚園保育園の参加を検討していきたい。
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【生活支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
児童相談所

1
県（行政職員）

22
民生委員・児童委員

1 主任児童委員
地域住民の代表者

2 その他

計 26

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第1回 R4.8.19

〈議題〉 協議 ・地域生活支援拠点事業の振り返り
・コロナ禍での入所、余暇イベント、通所の制限などの対応状況について

第2回 R4.11.19
〈議題〉 協議 ・地域生活支援拠点事業　フェイスシートについて

・相談支援事業所との連携について
・太田高等特別支援学校の進路について

第3回 R5.2.7
〈議題〉 協議 ・地域生活支援拠点事業　フェイスシートについて

・来年度に向けて　来年度のテーマ・課題・研修など

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

・フェイスシートの活用方法、各機関での情報の集約化、システム化を検討したい。

・部会主催で外部講師を招いての研修を検討したい。

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・地域生活支援拠点事業の取り組み継続と強化

・フェイスシートの活用と周知

- 148 -



【就労支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
児童相談所

2 3
県（行政職員） 6

18 1
7 民生委員・児童委員
1 2 主任児童委員
1 1 地域住民の代表者

その他

計 42

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第1回 R4.8.25

〈イベント〉 ・「太田市障がい者就労支援施設合同説明会」九合行政センターにて開催
　を企画。→コロナ第7波により中止。
　11施設がブースを構えＰＲ等する内容だった。

・当初より欠席予定であった施設を含め、就労支援施設のＰＲ等を掲載した
　紹介冊子を作成し配布を計画。
→Ｒ5.2.1付で配布。相談支援センター、相談支援事業所、特別支援学校、
　ハローワーク、就業・生活支援センターに配置。

（４）今後の課題・取組

市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

種別 種別 種別

・就労系事業所の見学・体験の増加を図りたい。

・事業所における障害福祉サービス制度の理解を更に深め、サービスの質の向上に努めたい。

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・各事業所での取り組みについての情報提供、広報

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター
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【相談支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
19 児童相談所

県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他

計 19

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第1回 R4.6.22

〈議題〉 グループワーク ・相談支援専門員の業務の範囲について

第2回 R4.10.19
グループワーク ・相談支援事業所の抱える困りごとについて

（４）今後の課題・取組

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

・相談支援専門員が不足する状況での事業所との協力体制

・セルフプランの取り扱い（トラブル時の対応）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・相談支援専門員不足、相談支援専門員の職務範囲について

・相談員同士の横のつながりを深める

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

種別 種別 種別
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館林市外五町地域自立支援協議会の概要

【構成団体】  館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

【事務局】 　 大泉町

【設置年月】　平成２５年４月

【運営方法】　直営

【組織図】　別紙のとおり

●全体会・定例会・運営会議・専門部会の活動回数及び委員数

回数 委員数 回数 委員数 回数 委員数

- - 6 23 6 7

回数 委員数

地域生活支援部会 5 23
就労支援部会 3 10
児童発達支援部会 6 47
相談支援部会 4 19
精神支援部会 1 21

全体会 定例会 運営会議

専門部会名
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●全体会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数

- 児童相談所 -

- -
- 県（行政職員） -
- - -
- - 民生委員・児童委員 -
- - 主任児童委員 -
- - 地域住民の代表者 -
- - その他 -

計 0

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施しなかった。

障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

-

高齢者介護の関係機関 保育所

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施しなかった。

発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

種別 種別 種別
相談支援事業者
障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
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●定例会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数

5 児童相談所
2 12

県（行政職員） 1
2
1 民生委員・児童委員

主任児童委員
地域住民の代表者
その他

計 23

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第１回　R4.4.25
＜議題＞報告　・令和３年度の活動経過等の報告について

　　　　　　　　 ・令和３年度の相談状況の報告について
　　　　　　　 　・各部会報告について
　　　　 協議　・令和４年度協議会の日程について
　　　　　　　　 ・地域生活支援拠点の進捗状況及び今後の取組について

第２回　R4.6.21
＜議題＞報告　・部会報告
　　　　 　 協議　・地域生活支援拠点事業の取組の進捗状況について
　　　　　　　　　　・部会編成について

第３回　R4.8.24（文書会議）
＜議題＞報告　・部会報告

第４回　R4.10.26
＜議題＞報告　・部会報告
　　　　 　 協議　・地域生活支援拠点事業の取組の進捗状況について
　　　　　　　　　　・部会編成について
　　　　　　　　　　・令和４年度全体会について

第５回　R4.12.21
＜議題＞報告　・部会報告
　　　　 　 協議　・地域生活支援拠点事業の取組の進捗状況について
　　　　　　　　　　・日中サービス支援型共同生活援助における協議会への報告・評価について

第６回　R5.2.22
＜議題＞報告　・部会報告
　　　　 　 協議　・地域生活支援拠点事業の取組の進捗状況について
　　　　　　　　　　・部会編成について
　　　　　　　　　　・サービス管理責任者等研修等における協議会傍聴について

障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・協議会活動の周知　精神障害にも対応した地域包括支援システムの構築

・協議会への予算化検討　就労アセスメントの利用方法について

・基幹相談支援センターの設置に向けた検討　専門部会編成の検討

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

種別 種別 種別
相談支援事業者
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●運営会議の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数

2 児童相談所
5

県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者
その他

計 7

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第１回　R4.4.18
＜議題＞定例会議題について

第２回　R4.6.7
＜議題＞定例会議題について

第３回　R4.8.10
＜議題＞定例会議題について

第４回　R4.10.12
＜議題＞定例会議題について

第５回　R4.12.7
＜議題＞定例会議題について

第６回　R5.2.7
＜議題＞定例会議題について

障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・特に定めていない。

相談支援事業者
障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者

種別 種別 種別
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●専門部会等の取組（テーマ）・活動内容等

【地域生活支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
児童相談所

2
県（行政職員）

19
民生委員・児童委員

2 主任児童委員
地域住民の代表者
その他

計 23

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

（１）今年度の地域生活支援部会の進め方について

（２）今年度の合同作品展について

（３）地域生活支援拠点事業について

（４）今後の地域生活支援部会のあり方について

（５）その他・情報交換等

（１）事業所見学会について

（２）事例検討会について

（３）合同事業所説明会について

（４）地域拠点事業の進捗状況について行政より説明

（１）事業所見学会について

（２）事例検討会について

（３）合同事業所説明会について（報告）

（４）合同作品展について

（１）合同作品展について

（２）事例検討会について

（３）地域生活拠点事業について

（４）各事業所等・地域生活の課題等

（１）令和４年度合同作品展最終確認

（２）事例検討会の進捗状況

（３）事例検討会の進捗状況

（４）令和４年度のまとめと令和５年度に向けて

（４）今後の課題・取組

・生活支援部会参加の事業所が増えてきたので、今後どのように運営していくのか検討が必要

・就労支援部会との合同開催に当たり、会議内容、取組について検討が必要

・事業所見学会については、参加事業所が固定されてきたこともあり、今後どのようにしていくか検討が必要

・地域における人材育成に当たって研修のあり方についての検討が必要

・地域と事業所の関係についてつながりがもてるような取組も検討し、進めていく必要がある。

・障害福祉サービスとしての「質の向上」について各事業所が取組を行っていけるのか検討が必要

障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

　①地域事業所間の連携の強化（情報の共有化と課題の抽出）

　②余暇支援のあり方とその支援について検討する。

　＜第１回＞令和４年５月３１日（火）午後２時～　　明和町役場

　＜第２回＞令和４年７月２６日（水）午後２時～　　千代田町役場

　＜第３回＞令和４年９月２７日（火）午後２時～　　明和町役場

　＜第４回＞令和４年１１月２９日（火）午後２時～　　千代田町役場

　＜第５回＞令和５年１月３１日（火）午後２時～　　明和町役場

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

障害者の希望に沿った地域生活の方策や地域課題を検討し、解決を図る。

種別 種別 種別
相談支援事業者
障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員
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【就労支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
児童相談所

2 1
県（行政職員）

7
民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者
その他

計 10

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
＜第１回＞就労支援部会　定例情報交換会
　日時：令和４年６月１０日（水）１５：３０～１７：００　場所：邑楽町役場２階会議室
　参加：７事業所９名
　内容：年度初めの顔合わせと近況報告、求人情報提供

＜第２回＞就労支援部会　定例情報交換会
　日時：令和４年１０月６日（木）１５：３０～１７：００　場所：邑楽町役場２階会議室
　参加：７事業所９名
　内容：近況報告、求人情報提供、事例検討

＜第３回＞就労支援部会　定例情報交換会
　日時：令和５年２月１日（水）１５：００～１６：００　場所：邑楽町役場３階会議室
　参加：１６事業所１９名
　内容：群馬県出前なんでも講座を利用した「成年後見制度について」の勉強会

（４）今後の課題・取組

　　ご本人の「困り感」がない場合、必要な支援に結びつきにくい状況になってしまう。ご家族や

連携していく必要がある。

・成年後見制度について

　　成年後見制度上の課題もあるが、地域で広く認知され必要な方が利用できるようになるに

　　は更なる周知が必要であると感じる。また、圏域の事業所との連携は必須である。

　・雇用に繋がる情報の共有や企業への働きかけについて

　　　 手帳の未取得や生活環境・職業準備性が整っていないなどの課題はあるが、事前見学や

障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

・就労支援部会では、雇用に繋がる情報の共有や企業への働きかけなどを検討していく。

・就業上の生活支援について

近隣住民から社会福祉協議会に繋がった事例もあり、地域課題について関係機関がより密に

　実習などを通しご本人や事業所の双方で適性を見極めていただくよう注視していきたい。

教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・障害者の就労支援を地域全体の課題として各関係機関が連携を行う協議の場とする。

・館林市外五町地域に在住し、就労を希望する障害者の雇用を促進していく。

・館林市外五町地域に在住し、就労している障害者の定着を支援していく。

相談支援事業者
障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者

種別 種別 種別
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【児童発達支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
児童相談所

2
県（行政職員）

45
民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者
その他

計 47

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
■児童発達支援事業所ワーキンググループ
　令和４年６月１４日（火）
　令和４年８月２３日(火）
　令和４年１０月１８日（火）
　令和４年１２月１３日(火）
　令和５年２月１４日（火）

■放課後等デイサービス事業所ワーキンググループ
　令和４年６月２１日(火）
　令和４年１０月２５日（火）
　令和５年２月２１日（火）

■児童発達支援部会
　令和４年５月１０日（火）
　　①名簿、規約等の確認、今後のWG運営についての話し会い
　令和４年７月１２日（火）　
　　①今年度の活動目標について、保育所等訪問支援の説明状況の確認。
　　②事例検討
　令和４年１１月８日（火）
　　①近況報告
　　②幼稚園との温度差解消のためにしている行動、結果報告
　　③事例報告
　　④前回の事例検討後の児童の様子について
　令和５年１月１０日（火）
　　①幼稚園と児童発達の温度差解消、連携について
　　②連携以外での出来る事を模索（イベント開催案、災害訓練、動画配信、事例紹介等）
　令和５年３月７日（火）
　　①幼稚園との連携について
　　②災害を想定した避難について
　　③自閉症スペクトラムへの関わり方について
　　④今後の放デイWGのテーマについて（参加率の向上）
　　⑤次年度各WGの日程、役割について

（４）今後の課題・取組

・災害時の避難や対応について

障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

高齢者介護の関係機関 保育所

・児童発達支援と放課後等デイサービス別でワーキンググループ会議を開催

・情報共有・交換以外にも研修に参加し、資質の向上を目指す。

・

・児童発達と幼稚園（保育園）の連携について

・訪デイWGの参加率、発言率の向上によるメンバーの意識改革

・利用者やサービス提供時の悩み相談、解決

発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

種別 種別 種別
相談支援事業者
障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
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【相談支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
14 児童相談所

4
県（行政職員） 1

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者
その他

計 19

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
＜第１回＞
　令和４年５月２７日（月）１３：３０～１５：００　大泉町保健福祉総合センター
＜第２回＞
　令和４年７月２２日（金）１４：００～１５：３０　大泉町保健福祉総合センター
＜第３回＞
　令和４年１２月１日（木）１３：３０～１５：００　大泉町保健福祉総合センター
＜第４回＞
　令和５年１月２７日（金）１３：３０～１５：００　大泉町保健福祉総合センター

（４）今後の課題・取組

　十分に行えていない現状がみられる。館林圏域には１０か所の相談支援事業所があるが、

　討をする時間をつくることも難しい状況にある。自分自身のスキルアップをする余裕もなく、

　後進の育成もできない状況が続けば、相談支援のサービスが低下していくことになると思わ

【精神支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
5 児童相談所

9
県（行政職員） 4

3 民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者
その他

計 21

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
・令和４年１２月６日（火）　板倉町役場
　＜会議内容＞
　①自己紹介
　②部会運営方針について
　③今後の部会の進め方について
　④令和４年度部会の運営方針について
　⑤部会員が現在感じているそれぞれの立場での地域の改善点と課題の共有

（４）今後の課題・取組

高齢者介護の関係機関 保育所

　・精神障害のある方が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、
関係機関が連携しあい、包括的な支援を行える体制･仕組みを目指す。

・関係機関が連携しあい、包括的な支援を行える体制･仕組みを目指す。

障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

・相談支援体制の充実、強化が求められているのに、相談員の人員不足により、相談支援が

　どこも少人数で行っている。そのため困った時に他の相談員に相談したり、一緒にケース検

　れる。

種別 種別 種別
相談支援事業者
障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）

教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

　・相談員の質の向上を図りながら、利用者のニーズに応えることができるような支援の体制を図る。

相談支援事業者
障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者

種別 種別 種別
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群馬県健康福祉部障害政策課支援調整係   

〒371-8570 群馬県前橋市大手町１－１－１ 

電 話 ０２７－２２６－２６３６ 
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